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ご　挨　拶

第14回観光に関する研究論文の審査を終えて

第14回観光に関する研究論文入賞者
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　　　－東南アジア地域の観光を念頭に－
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　当財団は、世界観光機関（UNWTO）アジア太平洋センターの活動支援並びに我国とアジア太

平洋地域の観光交流促進、観光振興に関わる各種の事業を展開しています。

　この「観光に関する研究論文募集事業」は、観光に関わる学術振興事業として、財団の主要事

業の一つとして位置づけており、今回で 14 回目を迎えました。

今年の応募論文は 40 件と過去最多であり、内容的にも非常にレベルの高い論文が寄せられ、また、

アジアの方々を含め、20 代から 70 代まで、大学生から大学院生、社会人までと幅広い年代層・

分野の方々から応募いただきました。

　さらに、テーマも国家戦略として観光立国を目指した様々な施策が展開されている状況を反映

し、インバウンドツーリズムや観光振興のための人材育成、バリアフリー旅行、法定外税等観光

財源の確保など、多岐にわたっています。

　近年のテロ事件の多発や地震・津波をはじめとする自然災害、また最近の世界同時不況の進展

など、国際観光は深刻な影響を受けました。こういったテロ事件の防止やその根底にある貧困問

題の解決、大規模災害への対応などのためにも、国際間の相互理解の増進に向けた国際観光が果

たす役割への期待はますます大きくなっています。

　また、国内的には、本年 10 月に観光庁が発足し、いよいよ観光立国が目指す「住んでよし、訪

れてよしの国づくり」に向けた国の体系的、総合的な取り組みが始まろうとしております。

　もとより観光学は学問としてはまだまだ発展途上であり、その分野も多岐にわたっていますが、

本事業が、観光学の構築と今後の発展の一助となり、平和産業である観光産業の振興にさらに寄

与できることを強く願っています。

　今回入賞された方々には心からお祝い申し上げます。また、残念ながら入賞を逃された方々には、

ご多忙の中、力作をお寄せいただきましたことに深く感謝申し上げますとともに、次の機会にも

再びご応募いただきますことを期待しています。

　最後になりましたが、本事業をご支援、ご協力いただいております審査委員の先生方並びに当

財団賛助会員の皆様方に厚くお礼申し上げます。

財団法人　アジア太平洋観光交流センター

理事長　　本　田　勇一郎

ご　　　挨　　　拶



第14回観光に関する研究論文の審査を終えて

審査委員長　　白　幡　洋三郎

　本年度の応募論文は過去最多の36編を上回る40編に上り、これまで最高の応募数となった。論
文が多数に及んだことはこれを読む審査員にとっては一方で苦しい負担増となったが、応募数が
増えたからといって質の低下はみられず、しっかりした論文揃いで読み応えがあり、観光研究の
広がりと深まりを確かなものとして実感できるうれしい経験につながった。
　例年のことではあるが、奨励賞以上に値する作品は推薦できても、その中から１席、２席を決
める議論はなかなかまとまらなかった。

　一席に選ばれた野竹論文は、北海道観光の変遷をたどりながら、とくにマスツーリズムに注目
し、その実態・内容とこれに刺激を与えてきたメディア商品の功罪を検討・吟味して、新しい旅
行商品の開発可能性を論じようとしたものである。国内旅行先として人気第１位の座を占め続け
てきた北海道ではあるが、沖縄人気の上昇などで相対的な地位の低下が見られる。では、従来の
首位の座を維持できるような魅力ある北海道観光を持続させるための商品はどのような内容を備
えるべきか。廉価周遊が主軸であるメディア商品がもたらした結果をもとに、マスツーリズムの
なかであいまいになった北海道観光のもともとの魅力の源泉、すなわち食、温泉、自然を強く再
評価すべきことなどを主張し、こうした北海道の本質への原点回帰の中に新しいツーリズムの可
能性が見いだせると説いている。誤記、文法の誤りなど論文作成の基本が未熟との指摘があった
が、論理の明確さなどにすぐれている点と鮮度の高いテーマ設定による具体的提言に力があると
評価された。
　二席に選ばれた宮本論文は、観光者に求められる倫理についての考察をめぐらせたものであ
る。従来、観光における倫理といえば、セックスツアーの告発、旅行マナー改善の必要性、ある
いは環境倫理についての指摘などテーマが限られていたが、本論文は観光倫理を幅広く想定し、
その研究の範囲と可能性を検討している。思弁的考察が中心でタテマエ論の印象があり、呈示さ
れる問題に具体的事例の指摘が乏しいとの意見も出された。が、今後観光振興を図る上で、従来
の観光資源開発やツアー企画にとどまらず、観光現場の良好な環境を構築するためにも観光倫理
の確立が必要であること、しかも従来個人の責任として対策が講じられなかった問題行動に、こ
れを防ぐための教育という観点を導入して提言していることなど、論文としてのまとまりが評価
された。
　同じく二席に選ばれた乾論文は、観光は人間にどんな価値をもたらしてくれるのか、と問いか
ける。多くの観光研究はモノやサービスの消費によって人がいかに「価値」を手にするかという
ことのみ考察するが、本論文は「消費」だけが観光者の満足をもたらすのではなく、観光行動の
中での広い意味の「出会い」（社交）によって、そして社交の中での総合的な体験としての「経



験」によって価値充足がなされると見る。たとえばヒット商品青春18キップのポスターには乗車
促進の表現はなく、旅の本質を想起させる「経験」「出会い」にかかわる文言が頻出することが本
論文では指摘されている。そうした今の具体例も挙げて、観光学の本源的なテーマである観光が
人にもたらす「価値」を真っ向から論じた、抽象に陥らない重厚な意欲作品である。業界への直
接提言はないが観光の本質を鋭く指摘して観光研究に大きく寄与する論文として選ばれた。
　奨励賞には以下の４本の論文が選ばれた。①最近の日本の若者に見られる「海外旅行離れ」が
いかなる原因に基づくかという、斬新な課題設定をし、その理由を探って若者がおかれた現代社
会の特徴をも指摘した新井論文、②奈良観光の問題点と改善への提言を、エッセー風の筆にのせ
て軽妙なノリで描き、学術論文よりはるかに効果的な説得力ある読み物に仕上げた 田論文、
③忘れられ利用されなくなっていた観光資源への愛着をバネに、仲間と行った観光活性化運動の
いきさつとその成果を元気あふれる報告にまとめた金川論文、④観光に関わる仕事に従事する者
は異文化の媒介者であるとの観点から、観光における職業英語教育の重要性を説き、コミュニ
ケーション上の「心がけ」を提言した斉藤論文。以上それぞれ読み応えのある出色の論文が揃っ
た。また残念ながら選にもれたが、日本ではほとんど知られていない近代中国における避暑のあ
りかたとその背景にある歴史事情を論じたもの（潘丹論文）、団体旅行の歴史とその功績並びに問
題点の検証を通じて将来を論じたもの（竹中論文）、観光振興に向けた財源確保のための法定外税
の意義と観光への阻害の有無などを具体例に即して検証したもの（大井論文）、日本の中華街を本
国のまやかし文化や模倣文化と見るのではなくげんに台湾・中国の観光客も訪れる独自の価値を
持った移民文化と見る斬新な視点で分析したもの（中鉢論文）、佐渡島に広く伝承されている芸能
鬼太鼓が持つ観光上の重み、経済的意味、経済外的意味の微妙な相関を探ったもの（鈴木論文）、
いずれも審査員から講評の中でとくに一言触れる必要ありと指摘された作品である。これ以外に
も、あと少々で入賞可能な力作・傑作が少なくなかった。
　来年度もまた多くの方々の応募を待っている。
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１　背　　景

　平成19年度観光立国推進基本法施行にあわせ

て国土交通省観光推進政策として、ニューツー

リズムの流通促進があげられた。国土交通省事

業概要によると、このニューツーリズムの定義

づけは以下の通りである。（一部抜粋）従来の

物見遊山的な観光旅行に対して、テーマ性が強

く、体験型・交流型の要素を取り入れた新しい

タイプの旅行であり、産業観光、エコツーリズ

ム、グリーンツーリズム、ヘルスツーリズム①、

ロングステイ②などがあげられる。旅行商品化

して地域の特性を活かすことが必要で、その意

味で地域活性化につながる新しい旅行の全体を

指すと記述されている。

　旅行事業、商品としていかに地域と国内旅

行活性化するかという大命題に向けて観光関

係、旅行業界が頭を悩ませている。一方で、従

来の発地における販売とマスツーリズムはサス

ティーナブルな（持続可能な）側面から見て、

負の課題を引き起こしたことから、マスツーリ

ズムから転換した新たな旅行商品と旅行の仕組

みも求められている。それは地域側にイニシア

ティブがある着地型観光（2006尾家建生）③とい

う事になる。先に挙げた様々なニューツーリズ

ムもこの中に包含され、今後の進展が大いに期

待される。しかし、その研究でも販売実例は少

なく、現実面には様々な課題を抱えている。

　そこで、この研究では旧来のマスツーリズム

にとって代わる新しいツーリズムの可能性につ

いて述べるわけだが、現在の諸問題を販売面に

おいても捉えるにあたり、最も負の問題を抱え

たと推測できる大量廉価販売の典型であるメ

ディア商品の功罪をまず分析する事にする。こ

の研究でまず重要な旅行業界におけるメディ

ア商品・メディア販売の定義である。旅行会

社は航空会社やJR、バスなどの交通機関に宿

泊、観光などを組み合わせて商品化するわけだ

が、各機関において売れ残りそうな隙間在庫④

を、間際の時期においてのみ廉価で卸す。それ

を前提に、即効性ある新聞媒体を中心とした販

①�　ヘルスツーリズム：医学的な根拠に基づく健康回復や維持、増進につながる観光のことである。温泉療法や森林療
法、海岸療法（タラソテラピー）のほか、主に医療行為を受けるための手段として行われるメディカルツーリズムな
ども広義の意味でヘルスツーリズムに含まれる。

②　ロングステイ：長期滞在型観光
③　着地型観光の発生起源と観光まちづくり　尾家建生　2006日本観光研究学会論文集
④　隙間在庫：未販売の航空機の空席、旅館客室など。収容が固定された業種における商品在庫。

北海道におけるマスツーリズムの変遷と
新しい北海道ツーリズム

野竹　鉄蔵

一　席
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売である。昭和59年ごろには筆者の居住する大

阪でも数社が取り組んでいたが、本格的には昭

和63年、在阪私鉄系会社の参入、平成元年に業

界最大手にもメディア販売専門部署が発足した

時からのスタートである。大前提が、お値打ち

感ある、廉価や内容豊富、新聞媒体、限られた

スペースでの表現中心のため、キャッチフレー

ズ、タイトルもつかみ⑤として重要な販売要素

になる。通常の大手旅行会社がパンフレットで

商品化したものとは大きく区別され、第二ブ

ランド⑥として商品カテゴリーを維持してきた。

当初、新聞のみの募集であったが、新聞とは別

にカタログ誌のＤＭも並行発行し、顧客管理と

併せ販売して今に至る。この販売手法が最も功

を奏したのが北海道である。北海道旅行は本州

から遠隔地であるがゆえ費用全体における交通

費シェアがどうしても高い。その調整機能がマ

スツーリズムにおける需給バランスによる流通

機能であった。また観光資源が広く点在してお

り、周遊コースにならざるを得なかった。その

切り口にはメディア商品は最適であった。

　一方、北海道は観光動向調査2007（㈶日本

交通公社）においても数年間、行ってみたい国

内旅行先地域の１位を占め続けてきた。憧れの

強い旅行先として長く君臨してきたが、入込客

数推移では、沖縄にここ10年猛追され、日本人

入込では、ほぼ同数になりつつある。これには、

メイン集客手法であった典型的な添乗員付きバ

ス周遊型などの問題点などもその理由のひとつ

と想定される。そこで、この研究では北海道

におけるメディア販売商品の変遷を研究しなが

らその功罪の両面からのアプローチで諸問題を

確認し、新しい観光資源の開発と商品化の追求、

さらには販売への課題も追求し、現実的な新し

い北海道ツーリズムの可能性を探りたい。また

その手法は全国に置き換えれば、各地域それぞ

れが抱えた旧来のマスツーリズムの遺産と複雑

に絡み合った問題克服の手法のひとつになるこ

とだけにとどまらず、その土地における新しい

ツーリズムへの対応モデルの研究でもある。

　筆者は、旅行会社入社後26年にわたり、北海

道を中心にメディア商品の仕入企画販売に従事

してきた。良きも悪しきも見てきた人間だから

こそ、ここ数年、その販売における変化を実感

できる。そこで、この研究では着地型観光の、

観光論にとどまらず、販売手法についても考察

する。ただ、現場の感覚が先に立ち、論文とし

て不適当な箇所も数ある事をお許しいただきた

い。なお、日頃、特にデータ化しているわけ

ではない事項はひとつひとつ実証していくため、

業界他社、関係施設各社との協力を得てヒアリ

ングアンケートによって賄った。

₂�　北海道観光におけるマスツーリズムの変遷

と現状　メディア商品を通して

２－１　�北海道マスツーリズムとメディア商品

販売のメカニズム

　北海道のマスツーリズムの進展におけるメカ

⑤　つかみ：広告表示などの、タイトル、サブコピーなど顧客のニーズをとらえ、購買意欲を掻き立てる何か。
⑥�　第二ブランド：旅行会社が各社の看板商品になるブランド商品であるものに対し、廉価とそれに対応したかの内容

で組み立てられた商品。廉価販売をする必要があるかどうか、その時々の需給バランスに基づき生まれる商品でもあ
る。
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ニズムについて述べたい。道内各空港への航空

座席供給とともに輸送量はここ十数年間、ほぼ

一様に増加し続けた。（北海道運輸局資料によ

る）ここに、バブル期以降、加速した道東、道

北路線網の拡充とともに提供座席も増え、北海

道における航空会社と旅行会社によるマスツー

リズムが進行した。構造はあくまでも基幹路線

の千歳発着の周遊コースが廉価での販売であり、

道東便は繁忙期には希少価値として高額で卸さ

れたが、閑散期にはどの路線も宿泊と一体化し

廉価販売が徹底された。特にメディア商品では

この構造が顕著に表れた。

　北海道にはその時々に、各コースのタイトル、

内容、宿泊地などで各社共通な集客力を持つ観

光資源が存在した。旬の季節に登場する大雪山、

流氷、冬期道東各種イベント、函館イルミネー

ション、ノロッコ号⑦、湿原、ハイキング、利

尻礼文、平成20年度であればウィンザー洞爺な

どタイトルとしてマス媒体には欠かせない広告

上「つかみ」に相当する観光資源と、昭和59年

頃からの富良野とラベンダー、平成16年以降の

旭山動物園、平成17年度の世界遺産知床といっ

た大規模な集客力ある観光資源である。特にマ

スメディアで端的に内容を表現でき、集客に欠

かせない観光資源を、地名、資源名のマス向け

浸透力が大という意味合いにおいて、ここでは

ブランド観光資源と位置付ける事にする。この

ブランドと種種様々な「つかみ」に相当する観

光資源との組み合わせとその集中告知はマス媒

体表現上、重要なセオリーであった。この事が

後々重要な意味をもたらす事にもなる。

　メディア商品群の推移について、全国規模展

開しているＡ社、Ｂ社、Ｃ社⑧の関西圏担当者

にヒアリング調査を行った。昭和59年度以降、

ドラマ北の国からとラベンダーの富良野、平成

16年度以降の旭山動物園、平成17年度の世界遺

産登録知床ブームは少なくとも、Ａ社、Ｂ社、

Ｃ社とも一様に集客人員は前年を120％超えで

あった。総じて言える事は、このブランド観光

資源の出現が、さらに過当競争と数量を求めた

時に、次第に廉価販売へ進んでいく。当初は自

社や、宿泊他関係機関の努力で賄っていたもの

が、次第に明確に質に反映し、団体対応食、団

体対応設備といった廉価向け特別な対応（業界

ではメディア向けと呼称する）や規格スタイル

ができていった。コストダウンのため、閑散時

間帯（早朝、午後便発、午前、夜便帰着）の通

称逆便使用が多く、行程は全体的に過酷化した

が、日数をあえて伸ばしつつ価格維持で割安感

を捻出するなど表現にも巧みな工夫が見られた。

（一方で、業界は広告表示法などで厳しい指導

を受けた）そのような中、北海道では、コスト

がかからない自然観光資源の魅力について必

要以上に強力な告知化した。また各社はCRM

（顧客管理）からのリピーター創出による数量

捻出を図るため、特に閑散期には廉価と季節感

の告知を強化した。この事は結果的に北海道な

らでは季節変動の激しさからの多様性が掛算さ

⑦�　ノロッコ号：JR北海道が釧路湿原や、流氷を望むオホーツク海岸で運転するOPENAIRの客車で、自然一体になっ
た列車で人気がある。

⑧　Ａ社：阪急交通社トラピックス、Ｂ社：JTB関西メディア事業部、Ｃ社：名鉄観光サービス
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れ、来道頻度を上げる促進にも繋がり、新しい

観光資源の魅力創出という大きな効果もあった。

２－２　�メディア商品の個人化と添乗員付き商

品の格差化

　しかし、平成７年ごろから、これまでの北海

道メディア商品に大きな転換期が訪れた。実は

関西圏より数年前に首都圏からの動きが先導し

たものだが、メディア販売商品の個人化である。

まだインターネット人口が10％にも満たない頃

（総務省　通信白書2000）であったので、大量

なパンフレットでスキーなど個人型商品を販売

していた中小業者もこぞって新聞販売に参入し、

大衆化した個人商品が発表された。この段階で

その後、熾烈な争いを演じる旅行先である沖縄

商品も市場には乱立するようになった。中小業

者はその数年後、インターネット販売に移行し

新聞広告からは姿を消したが、個人商品の低廉

なメディア販売体制が構築された。一方で、Ａ

社、Ｃ社は、メディア販売における個人商品と

して繁忙期に集中販売をした。

　顧客の個人商品化が進む一方でこのころから、

各社ともメディア商品内の添乗員付き商品の集

客ダウンが始まり、次第に費用対効果維持が厳

しくなった。減員は最小限に留めるも、実際に

は経費が大幅に上回っていたわけである。大手

第一ブランド商品群でさえも、千歳で合流する

現地集約で、現地での多様化と合理化に対応し

ていた程で、北海道への全体量が増えない中で

進行する個人化は、団体募集の乗車効率という

イールドマネージメント⑨になるバス周遊コー

スの収益構造を根底から揺さぶった。一方、商

品内容の質低下が進行する反作用として、リ

ピーター中心に新しい顧客ニーズが生まれる。

一部区間JR利用、ネイチャーリング⑩、食の追

求、高額人気宿使用など、あくまでも小ブラン

ド観光資源として利用したにすぎないものの付

加価値付け商品のニーズである。このように廉

価型に対する高額商品への二極分化に至った結

果、Ａ社、Ｂ社ではリピーター向けカタログ誌

などにおいては安定集客化に至り、収益構造の

大幅な転換ができ、廉価商品との社内バランス

回復に多少なりとも貢献した。

　しかし、二極分化の格差は広がる一方で、廉

価商品にもリピーターは多く参加した。平成18

年度におけるメディア販売Ｃ社における調査で

も、５回以上のコアリピーターが40％以上、10

回以上も20％にも上るほどであった。元来、北

海道では道外客リピーターのシェアが高く、２

回目以上の来訪は80％以上にも至り、さらには

１年以内の北海道再来訪が26.2％という高い数

字（平成19年北海道観光動態調査）が物語るよ

うに、頻繁な来訪地になっている。この調査

で、費用を抑えて回数を増やすか、デラックス

にして旅行するかの対比設問には46％と41％で

両極な数字が物語るように、廉価顧客は顧客な

りに再訪をかなえるために廉価な団体コースを

選び、５回、７回と回数を重ね、さらに秘境や

⑨�　イールドマネージメント：ホテルや航空会社の単位あたり収益を最大化する経営技術のこと。ホテルの稼働率と販
売単価との関係など、通常、収容力の固定した在庫の集積管理のことを指すが、ここではバスの乗車効率における旅
行業収益に例えている。

⑩�　ネイチャーリング：自然体験。エコツアーの深いコンセプトに至らない体験も指す。
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珍しい観光資源を求めている。北海道の季節

感と観光資源双方の多様性を何回にも分けて訪

れるというニーズには、廉価な添乗員付き周遊

コースは的確と言えよう。各社ともリピーター

数の多さは道東秘境型で特に顕著に表れた。廉

価商品のコストダウン対象となる昼食、ホテル

夕食、施設などは彼らにとって重要項目でなく、

北海道の多様な季節感、大自然とその楽しみ方

が重要であった。Ｂ社、Ｃ社の社内アンケート

では、ツーリズムなど何をするわけでもないが、

北海道の景色、自然の中で過ごす時間と空間を

シニア世代なりに、ただ生活の延長線で楽しん

でいるとの意見である。というわけで、廉価型

商品はコアリピーター客と単発的な顧客とにさ

らに分かれ、添乗員付き商品は三極化といえよ

う。高額客、コアリピーター客において進展し

た「マスツーリズムにおける観光資源多様化の

認識」は、添乗員付き商品の三極化がもたらし

た現象であるが、ニューツーリズムや着地型の

観光へと進展する前段階の兆候の可能性がある。

これはマスツーリズム周遊型が行きついた北海

道の観光資源を有効に引き出した大きな功績の

ひとつである。

２－３　具体的な個人商品とその実態

　メディア販売における個人化商品のモデル

は、Ａ社、Ｃ社によると札幌宿泊プランとレン

タカーセットプランになる。札幌連泊は、北海

道観光目的の第二位に位置する都市型観光の拠

点であり、同目的第一位の自然観光に対しても

後述するレンタカー周遊拠点にもなり得る。結

果的に、先の道動態調査でもリピーター率が

63.7％と高く、まさしくマスツーリズムのセオ

リーを満たした個人化商品である。

　もうひとつのモデル、レンタカーセットプ

ラン販売増の裏付けだが、ここ５年間に北海

道内交通機関のレンタカーシェアは年間で全

体の中で19.6％から23.4％まで上昇、一方、バ

ス型は41.5％から26.7％まで大きく減少、数字

上は拮抗しており、夏期間に至っては同37.4％

が19.4％（平成19年度北海道観光動態調査によ

る）で、まったくの逆転をしている。各社のレ

ンタカープランはやや広域周遊型で、主に道南、

道央、道東の２泊又は３泊の周遊で、どうして

もメディア型商品は廉価仕入便を設定するた

め、どの個人化商品とも大阪発であれば午後便

出発、午前便帰着であり、比較的バス周遊廉価

商品同様、行程は初日と最終日がハードである

事が多い。メディア商品ではダイナミックパッ

ケージ⑪に代表されるチョイス選択方式ではな

く、単品（またはグレードアップクラスとして

１種類程度の選択）集中販売になる。従って、

ホテル選定が在庫上、必然的にマス対応施設に

なり、価格訴求型商品に陥ってしまうため、以

前のバス型添乗員対応施設、ルート設定のまま

になる事が多く、従来の周遊プランが個人化し

て、さらに廉価化したように一見見受けられる

商品でもある。

⑪�　ダイナミックパッケージ：消費者が、航空券と宿泊施設を複数の中から自由に選んで組み合わせ、自分の希望旅程
に最適なパッケージ商品として購入できるサービス。即時に料金算出と予約購入ができる事が条件からインターネッ
トでの取引が前提となる。日本では平成17年ごろから販売開始。
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　ここまでは発地旅行会社側からのマスツー

リズムの変化を分析したが、次に着地側から

の変化を分析するため、ホテル側からのヒア

リングを実施した。この研究の主旨に基づき、

メディア型商品が比較的多い施設と、一般的

な施設双方から選択した。まずメディア商品

が多い施設から出たコメントには、情報不足

の観光客の増加で、行程の把握不徹底による

レイトチェックイン、観光地情報を持たず目

的が不明確など、行程管理に個人客らしから

ぬ特性を持っている事であった。商品面から

見ても、Ｃ社における平成18年度商品の体験

特典使用状況では約50％が単なる昼食利用

で、しかも未使用が40％にもなっており、体

験目的などのための消費よりも昼食といった

旅行におけるごく基本消費にすぎない。個人

化した顧客は、周遊型添乗員同行型フルパッ

ケージ客が行き先や観光資源詳細には無関心

なのと同様、メディア媒体上のブランド観光

資源や「つかみ」のみ重視での購入なのか、

ニューツーリズムや体験など全く眼中になく、

団体添乗員型商品より廉価であるという理由

による個人型商品選択の可能性すらある。こ

のように、マスツーリズムの典型であるメ

ディア商品の個人化により、北海道観光の個

人化を促進したものの、あくまでも「個人グ

ループ型旅行の大衆化」である。地域体験を

通じての観光内容の進化や、とてもニュー

ツーリズムへの移行にまでは辿りつかない。

２－４　個人化の進展

　インターネット販売商品については今回の

研究の主題ではないが、メディアミックス⑫

の観点から少し述べる。Ａ社、Ｃ社では新聞

広告と連動してインターネット商品を購入す

るケースが明らかに増えている。間接的にメ

ディア商品による広告効果であろう。中でも、

商品の中にはAIRと宿泊１泊だけがセットさ

れた商品が多く含まれる。これを業界では骨

格を意味するスケルトン商品と呼称する。航

⑫　メディアミックス：異種のメディアを組み合わせる事で互いの弱点を補い効率化した広告を行う。

資料₁…レンタカーで楽しむ北海道きまま旅　広告原稿
Ｃ社　₁泊商品の実例　　　　　　　

資料₂…カーナビレンタカーつきGOGO北海道フリー 広告原稿
Ｃ社　レンタカーセットプラン実例　　　 　
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空はIT運賃を適用した商品で、その他宿泊や

手配は自由に個人の裁量で手配できる。所定の

一泊は安価で、空港に至近、最大公約数のニー

ズを満たす札幌が多い。この商品は航空法上の

最低運賃を生かした最低価格が完成しており、

単独商品でもインターネット上の検索にかかり

やすいため、効率的販売ができている。とても

商品と言える程の内容ではないが、個人商品と

廉価商品における典型でもあり、将来的にも発

地におけるマスツーリズムの必要残存モデルと

言えないだろうか？発地ではこれだけしか購入

しない。残りは現地での支払の可能性が多分に

存在し、消費が各地域になる。その証拠に、施

設アンケートによると、この夏平成20年度の特

徴は、添乗員付団体商品が減少した一方で、宿

泊単品⑬がネット販売を中心に増加、旅行会社

シェアが減った。また、本州発着客の宿泊単品

手配が数年連続で増加傾向にあり、中でも、観

光資源が豊富な一部のエリアでは体験セット宿

泊プランが売れ出すなどの着地型商品への進化

も見られた。また、この種の顧客を多く受け入

れる施設からの状況では、顧客はむしろ情報過

多傾向で、先のメディア客の情報不足とはまっ

たく逆の特徴を持つようである。インターネッ

トシェアの高い札幌の施設なども同様の意見が

ある。この段階まで来て、メディア商品により

裾野を広げた個人商品化は、インターネットに

よる情報検索、収集を経て、購入へと移行しつ

つあると考えられる。

　商品の個人化だけでなく、さらにスケルトン

化したこの段階では、発地側消費から着地側

消費への移行は少しずつ進行していると考えら

れる。商品としてはマスツーリズムが引き金に

なって次世代ツーリズムへと吸引されている好

事例である。

₃　平成20年度の北海道観光における諸問題

　まずは、平成19年度北海道観光入込客数調

査報告（北海道経済部観光のくにづくり推進

局）結果に基づくと、全体の入込実人員は対前

年比道外客が98.5％、道内が101.4％、外国人客

が120.4％であるが、周遊型宿泊日数２〜３泊

客の多い北海道として、延べ人員で見ると道外

宿泊客95.8％、特に道東圏ではオホーツク圏の

93.9％を最低に釧路根室、十勝と前年割れ、道

央圏に至っても94.2％であり、大きく頭打ちの

様相である。過去５年間を見ても道東３圏にお

いての宿泊客は知床遺産決定の平成17年度を除

き前年を割っており、平成19年度は５年前に比

べ約90％になる。いずれにしても国内道外客は

頭打ちで、訪日外国人客で凌いでいるのが現状

である。全体の68.2％を占める道内客が変動な

いので、全体の数字上は影響なく見えるが、平

成19年度であれば、国内道外客延べ数が対前年

比106万人減であるのと引き換え、訪日外国人

延べ人員が約34万人増であり、受け入れ側から

見れば、道外国内客が国外客へシフトしている

と言える。これまでメディア商品の推移を中心

に分析してきたが、北海道観光にとってさらに

厳しい平成20年の現状を全体的にまとめ、マス

⑬�　宿泊単品：宿泊のみのこと。本州発北海道旅行において、旅行会社では通常、航空と宿泊や道内交通機関などを販
売する事が多いため、あえて珍しい単品という表現。
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ツーリズム変遷の先にある課題を整理したい。

　今年度は５月以来、ガソリンの高騰による

マイカー利用を控える道内客の動きが全体的

にあり、一方で、道外客ではレンタカーセッ

ト商品が先のＡ社、Ｃ社とも前年70％を下る

大幅減になった。またレンタカー大手Ａ社の

ヒアリングアンケートによると、実績減もさ

ることながら、今年度は、通常、道内全旅程

でのレンタルを、一日だけなど限定使用が顕

著な特徴だということだ。従って、一部の公

共交通機関とJRの利用においては増加の現象

も見られたが、ここまで順調に伸ばしてきた

個人化商品のモデルであるレンタカー商品が

今年は大きく滞りを見せ、今年度の北海道観

光おける重大な減少要因のひとつになってい

る。当然、基幹空港から遠く走行距離の伸び

る道東周遊コースが敬遠され、添乗員同行バ

ス周遊型コースの伸び悩みに加え、個人化頼

みにおけるこの問題は道東方面にダブルの影

響をもたらした。

　もうひとつ深刻な状況は、ここ数年にわた

り大きく貢献してきたブランド観光資源であ

る旭山動物園が、平成20年２月以来８月まで

連続前年割れで、しかもこの６月から８月は

80％台にまで落ち込んでしまった。（資料旭山

動物園公表有料入場客集計による）この顧客

動向は、減員を続ける添乗員バス周遊型商品

ばかりでなく、個人型商品でさえも、集客に

ブレーキをもたらす要因になった。その結果

近隣観光地である富良野のラベンダーファー

ムなども閑散とし、例年夏期だけで30万人近

くの入場者を誇るフラワーランドかみふらの

でも前年比が７月81.4％、８月87％である。こ

の施設では訪日外国人客シェアが25％前後で、

その実人員が減っていないので、日本人は

ざっと70％前後にまで落ち込んだという推測

もできる。というわけで、ブランド観光資源

として、平成16年度から、特にメディア商品

の誘客に貢献してきた旭山動物園の直接的影

響は当然であるが、筆者はさらにより重大な

北海道観光における問題点を考察する。

　それは、旭山動物園というブランド観光資

源にここ数年頼りきった北海道観光体制が生

んだ逆影響についてである。あまりにも旭山

動物園が初来道者への集客力に効果があった

ため、メディア商品ではマスツーリズムのセ

オリーに基づき、平成19年度ではＣ社では

100％のコースが、Ａ社、Ｂ社でも約70％の

コースがタイトルに使用する程に至るまで集

中した販売であった。来訪後のアンケートも

顧客の再訪問の希望が多く、それを信じてリ

ピーター向けコースにもさらに組み入れた。

この集中は裏を返せば小規模集客の「つか

み」観光資源の出現抑制でもあり、顧客がマ

資料₃…旭山動物園函館小樽美瑛富良野  広告原稿  C社
旭山動物園集中型広告例
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ス媒体から見た時に、北海道イコール旭山動

物園のイメージに映るほどの錯覚をもたらし、

本来の自然、食、温泉という北海道メイン

テーマ（北海道観光戦略会議）⑭までもがサブ

の位置づけになってしまった。旅行会社や地

域から見れば新しい観光資源の開発を怠って

いた事にもなり、直接的に集客が減った問題

だけでなく、その代替に値する吸引力ある観

光資源喪失状態で、現段階は「旭山スパイラ

ル」とでも言えよう。しかしこれを機に、各

地域が再度、危機意識から小規模集客観光資

源の発掘や推進を加速し、その資源を次世代

に通用する着地型観光の販売を促進さえすれ

ばそれも効果に変わる。

　そもそもメディア商品は、常に航空会社側

のニーズの、商品に即効性ある反映で成り

立っている。したがって、この集客絶対量の

ダウンは、航空会社との目標とそれに到達し

たら支払われるキックバックという報奨金シ

ステムに影響を及ぼし、その予定金額がその

まま廉価商品の維持を困難にする。またここ

数年、航空価格面での変動もあり、入込人員

は頭打ちで、大量集客と廉価を維持するため

にはこのように費用対効果の合わないまま、

旅行会社、現地施設とが薄利状態でもパック

ツアーを販売し続けるか否かという厳しい状

況であった。さらに、ANA、JALの中期経営

計画においては、2010年度羽田及び成田空港

拡張に対応した充電期間としてこの３年を捉

えており、ANA、JAL両社とも、2008年度

７月に入り各地から北海道路線の廃止、減便

（今回は関西空港に集中）を相次いで発表し

た通りである。先述したように道東地区は航

空施策と連動する典型的なマスツーリズムで

の販売であったため、特に道東３圏の平成19

年度入込人員は前年度比80％台で、各地区に

おける宿泊人員の減少もあわせ、道内でも最

も落ち込みが激しい。平成20年度秋から先の

減便は実行に入れば閑散期にまたもや集客減

員が想定されている。道観光振興機構発表の

DI指数⑮によると、８月も９月も全道で客数

DI 43ポイント前後、道東に至っては６月から

９月までDI 30台ポイントである。団体バス周

遊の減員に、ガソリン問題、そして航空問題

と、道東観光についてはあまりに阻害要因が

多すぎる状態である。

　地区別DIで、落ち込みが少ないのは札幌

周辺のみで、これは先述した１泊４日や札幌

連泊など、廉価スケルトン個人化商品の集客、

千歳空港集約化による効果などが考えられる。

札幌だけは個人化の波に乗ってもマスツーリ

ズムのメカニズムを維持できていると言えよ

う。さらに訪日外国人（通称インバウンド）

客が集中した事もあり、国内発マスツーリズ

ムの大幅減少を補う形にもなった。

　さらに、注目すべきは、インバウンドの

⑭�　北海道観光戦略会議：道をはじめ、観光関係機関による北海道観光の問題点を洗いなおした委員会。数あるテーマ
の中でも、食、温泉、自然の見直しは再重要視されている。

⑮�　DI指数：客数、売上の２ヶ月後が前年同期に比べてどの程度かの予想度合い。道内ホテルに調査し回答は５段階
で、各選択肢の構成比に規定数値を乗じて算出。50ポイントは増減なしの値である。
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個人化である。この2008年度夏は、入込はや

や停滞気味にも関わらず、JR北海道による

と、個人型であるJRフリーパス（３日間・５

日間）の販売状況だけは堅調で、数年続きで

前年比130％の人員を維持している。このパス

は個人化の高い香港が断トツで一位、続いて

台湾、韓国が続く。国民全人口比の出国率は

日本の13.6％に比べ、５倍の71.5％にもなる香

港、３倍弱の36％である台湾人の来訪（JNTO

国際観光白書2007）は、一気に彼らに人気あ

る北海道へのリピートも加速していると言え

よう。また、仮説ではあるが、日本において

は団体旅行から個人化旅行への移行にほぼ20

数年要したものが、これだけの出国率で海外

旅行経験を積んでいる彼らは、個人化へ向か

う旅行の成熟度も速いのではないかとも考え

る。美瑛での二次交通⑯バスの乗り込み参加の

高さ、自転車などの体験増加、美術館への入

場など、旅行における目的意識が芽生えてき

たとも思われる行動パターンが報告されてい

る。

₄�　ニューツーリズム観光資源とその商品化

と観光化のモデル

　２章、３章では、マスツーリズム典型で

あった北海道もその変容が避けられない状

況が確認された。一方で、北海道における

ニューツーリズムの現状に関してはどうで

あろうかについて述べる。平成19年度ニュー

ツーリズム創出流通促進事業実証事業で採択

された道内事例はというと、５件、平成20年

は６件である。各地とも商品のモニター販売

を始めたところで、まだまだ揺籃期であり、

実例も少ない。今後の北海道観光における無

限の可能性について述べる為に、この論文で

は１章での記述の国土交通省主体でのこれら

事業を一旦、ニューツーリズム事業と選り分

けた上で対象を拡大し、マスツーリズムとは

異なり地域主体で創出された様々なツーリズ

ム観光資源すべてをニューツーリズム観光資

源と区別し定義づけする。その上で、国土交

通省によるニューツーリズム事業概要記載に

ある目的も確認すると、この創出だけでなく

流通促進にも重きを置いている。各地域など

には販売機能が殆ど皆無であることと、今後

の旅行業における発地マスツーリズムからの

転換を想定した位置づけによるものと考えら

れる。そこで、この研究は、北海道のように

典型的発地マスツーリズムで観光が変遷して

きた地域において、今後、地域主体で発掘、

推進されるニューツーリズム観光資源がどの

ようにコーディネートされ商品化され、着地

型観光商品としてどのように販売されるのか

に重点を置きたい。

　尾家建生によれば、着地型ツーリズム発生

のメカニズムは発地型一元論から二元論への

移行③とある。結果的に、主体は、今後、着地

型に徐々に移行すると考えられる。しかし商

品及び販売側から分析すると、現段階では経

過段階として、未だ、双方の要素を含んだバ

⑯�　二次交通：空港や鉄道の駅から観光目的地までの交通のこと。ローカル地域では、住民の交通手段はマイカー主体
であり、観光地へ公共交通機関に頼らざるを得ない顧客に対応。
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ランスの上に成り立っている。ようやく着地型

への動きの兆しが見受けられたばかりの北海道

観光の特性から捉えて、二元論で言う、発地と

着地、マスツーリズムとニューツーリズム、周

遊と滞在、個人と団体などの両面性は、現在の

ところ、２章、３章での記述のとおり共存して

いる。そこで、この論文では、経過段階ではど

のような商品と販売になるのかについて述べて

いく。現在の諸問題の解決を大前提にした上で、

今後のニューツーリズム観光資源の進展も想定

し分析したい。

　既に動きだした事例として、一般客個人旅行

のニーズにあわせた、いわばニューツーリズム

観光資源を横断的に捉えた北海道体験専門総合

サイトが１つ存在する。次世代のビジネスモデ

ルとして着目できることから具体的に述べた上

で考察したい。「北海道体験ドットコム」とい

うポータルサイトになるが、㈱北海道宝島旅行

社という会社が運営している。道内500アイテ

ムにも上る体験メニューに特化した各種着地情

報で、ニューツーリズムの観光資源を体験素材

と捉えて横断したサイトである。素材ではある

が、地域別、カテゴリー別、情報詳細の表現に

おいても演出工夫があり、何より体験業者の案

内人を地域の顔としてこころに訴える中身を備

え、観光の原点に沿ったクオリティ高いサイト

で、しかもコーディネートされたストーリー性

をもった、いわば旅行商品に限りなく近い。

　宿泊、航空などの骨格とは別に、周遊途中に

消費可能なものは、先に述べた北海道ドット

コムのような直販サイト販売でも可能であろう。

先述したマスツーリズム下の商品を購入し、体

験素材を購入した事で組み合わせただけだが、

言い換えれば、発地マスツーリズム下の個人化

商品と着地のニューツーリズム観光資源とが有

効に接続し、別々な導入経路で融合した事であ

り、まずは着地型商品販売基本構造の第一歩と

言える。

　また、発地商品の添乗員同行の募集型ツアー

であっても、道内各地でエコツアーを中心に

ニューツーリズム観光資源はオプショナルツ

アー⑰素材として販売されている。特に知床に

おける朝の散歩や流氷ウォークなどは、たとえ

ツアー全員が行かずとも重要目的なオプショナ

ル商品になっており、ツアータイトル使用など

で「つかみ」観光資源の役割まで果たしている。

顧客は北海道へは廉価な発地商品で遠方から効

率良く到着し、着地側商品で大きな目的を果た

す。知床の現地体験業者のNPO法人SINRAに

よると、バス単位の40人のうち旅行行動欲ある

顧客グループ３割くらいが参加され、適度なエ

⑰�　オプショナルツアー：ツアーの目的地などの自由時間を使っての現地発着の小旅行。30分程度から２時間、半日な
ど様々である。出発前か出発後現地で申し込むかなども様々である。

資料₄…北海道体験ドットコム ㈱北海道宝島旅行社ネットより
各体験素材をストーリー性持たせて解説したユニークなサイト
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コツアー人員構成で、発地、着地双方に現実的

なビジネスモデルを構築していると述べている。

もちろん、半日、２〜３時間のミニツアー周遊

や体験なども連泊地でのオプショナルツアーと

しても販売できるわけで、このようなオプショ

ナルツアーの構造は今後さらに重要になる。

　また先述した１泊４日スケルトン商品などに、

ニューツーリズム観光資源素材を付加、後泊な

どの宿泊単体のネットでの手配、さらには着地

型素材がセットされた宿泊プランなども販売シ

ステムとして有効である。実際に、知床のホテ

ルから、平成20年度の道外客の特徴として、宿

泊単体、体験セットプランのインターネット手

配の増加、それに伴う発地旅行会社シェアのダ

ウンが述べられている。発地マスツーリズムス

ケルトン商品＋宿＋宿体験セットプラン＋他素

材。などの図式にまで至れば、発地部分はスケ

ルトン商品でしかないため、旅行の中身そのも

のに影響力がなくニュートラルで、顧客にとっ

て、全体旅行商品におけるコアなウエイトは既

に着地に移行しており、このシステムの主題

は着地型商品であり、その販売モデルでもあ

る。全体から論ずれば、北海道を長年引っ張っ

てきた「マスツーリズム、マスツーリズム下商

品とニューツーリズム観光資源を含む着地型商

品との融合」でもある。地域主導、着地主導で

商品化した着地型商品と、従来通りのマスツー

リズム下の発地型観光商品との組み合わせを顧

客が行うことは、ビジターとホストとが主体性

を持ったまま交流し新しく何かを融合し、共通

の光を生み出すという「観光」の概念にすら当

てはまる。そこで筆者はこのようなシステムを、

「顧客による着地型商品の観光化」としたい。

これまでの流れを整理すると以下のようになる。

発地型商品＋北海道における着地型素材（商品）

＝顧客による北海道着地型商品の観光化

　商品の「観光化」に至るためには、着地型商

品は単なる素材が昇華できるだけのエネルギー

が必要である。言い換えれば、着地型素材商品

には、当然主役となる住民や彼らとのふれあい、

こころに接するなんらかの仕掛けや演出が備

わっていなければならない。この着地型素材と

の接点には、２通りある。まだ発地に居る段階

で接触する「出発前・目的型」接点と、出発し

てから行程途中での探索または、偶然による接

触で得た情報による「出発後・偶発型」接点で

ある。この章ではまず「出発前・目的型」とし

ての論旨を進め、次章で、「出発後・偶発型」

接点について述べる事にする。

　いずれにしても、顧客はそのような着地型情

報発信に接触できない限り、着地型「観光」商

品へと進めないわけで、先の北海道体験ドット

コムを始め、既に存在する「BEST from北海

道」なども、どのようにヒット率を上げるか

である。今後の北海道観光プロモーションや

システム強化にも不可欠な切り口である。ただ

このサイトなどの存在で間違ってはいけないの

は、情報量、広告量が前提であれば、それはマ

スツーリズムがマスメディアの論理になるだけ

で、またもや地域を食い物にしてしまう。ただ

並べればいいと言っているわけでもない。北海

道旅行者が求めている情報は質である。先に述

べたとおり、「旭山スパイラル」で失った北海
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道の魅力である食、温泉、自然といった原点の

観光資源素材の確かな価値、マスツーリズムで

惑わされた偽物でなくホンモノの提供にかかわ

る情報である。さらに言えば、「観光」に向か

う本質である。地域住民や地域が見えるような、

こころに接する事が可能なような、顧客による

着地型観光商品化出来得るための素材の提供と

いう事にもなる。

　さらに、その情報発信構造の在り方であるが、

航空運賃＋基本宿＋着地側素材と仮定した時に、

全体金額の中で、あまりに航空運賃のシェアが

大きいのは本州客も訪日客も同様である。航空

運賃分だけはマスツーリズムのメリットを生か

した発地型商品で購入、着地側素材は様々なサ

イトに頼って検索し来日している。個人化のス

ピードが速いアジア近隣諸国向けの展開と、本

州客向け素材情報とでは、今のところむしろ同

じ歩調であるようにも考えられる。原点に返る

べき北海道観光とニューツーリズム観光資源の

進展など、方向性も同じであれば、言語が異な

るだけで、合理的にシステムを推し進められる。

着地型観光進展へ向けた重要な切り口であろう。

₅　広域と商品構造のモデル　寄り道観光

　今後の観光が、周遊から徐々に滞在型に移行

する事は不可避である。地域にとっても、じっ

くり時間を割いて観光してもらえれば、より深

い交流が増える事で、経済効果などあると想定

される。先章で述べた観光化を想定すれば、地

域の観光資源ばかりでなく、様々な人とのふれ

あいやこころの交流といった地域全体との関わ

りも重要な対象になる。この事を前提に、この

章では、北海道における地域の在り方、広域観

光施策をベースに考察し、問題解決へのモデル

を検討したい。

　元来、北海道は周遊観光であったため、広域

展開の観光プロモーションは全国に先がけてい

た。行政管区が一体であった事にもよるが、周

遊観光、隣接地域との関連なしであり得なかっ

たので、地域情報発信も道東圏などエリア単位

でのプロモーションが充実し、連携イベント、

二次交通などは調整機能が働き、より一層、周

遊観光ありきの広域観光を効率化していた。し

かし、航空網の千歳集約化に加え、滞在化や移

動距離短縮化が進むと、必然的に主要観光エリ

アが道央地区観光になる可能性が高くなる。道

東の周遊型は絶対量が減る推測に加え、１泊ず

つで移動していた宿泊が、連泊化や旅行日数減

となれば、２泊かゼロ泊で、勝ち組、負け組が

でき、やがては広域観光でのパートナーが北海

道内各地域独立の戦いに変遷してしまうことが

危惧されないだろうか。

　ここで、北海道における地域間における競合

と共存の関係とはどのようなものか考えたい。

たとえ宿泊地にならなくてもデータイムに滞在

時間を延ばして経済効果を生み出す仕組みづく

りをする事である。宿泊地も宿泊地で連泊滞在

を現実化し、近隣半日観光などの着地型ミニツ

アー参加で周遊面と日中の観光の深化を図るな

ども必要である。そこで考えられるのは「宿泊

としての阿寒とデータイムにおける阿寒」のよ

うに、ひとつの観光資源を挟んで宿泊地拠点と

しての存在と、データイムの通過拠点や昼食、

体験拠点としての存在とを両面に生かした、昼
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夜のデュアル対応の観光施策が必要ではなかろ

うかという事である。ここで一つ断っておくが、

今年度施行された観光圏整備法の概要に組み込

まれた広域連携、宿泊滞在地域と周辺地域とが

共存する理念は、宿泊拠点とデータイム拠点と

の連携という意味では同様の主旨である。ただ、

国土交通省の案に基づくと、北海道特に道東で

は、隣市町にも皆、宿泊が備わっているため、

お互いに共存を考えれば昼夜のデュアルモード

が必要と考えるという点を補足しておきたい。

　そこで、具体的な商品案を考える。平成19年

度５月新旅行業法施行において、着地型商品の

企画販売は注目されていた。しかし、道東にお

いて目立った動きとしては鶴雅グループが鶴雅

トラベルを設立し商品運営を始めた事くらいで

ある。しかも実際には、発地において付加した

商品による販売が主であり、まだまだ創生期で

ある。そこで、商品構造として参考になる隣町

弟子屈町における交通実験のデータとメディア

商品におけるレンタカー個人化商品の顧客アン

ケートの結果を踏まえて考察したい。

　平成19年６月に北海道運輸局が摩周屈斜路社

会実験実施協議会と行った「摩周・屈斜路環境

にやさしい観光交通体系構築社会実験」の実験

結果である。これは摩周湖をCO２排気ガスから

保護するために、シーズン中に国道の一定区間

でマイカーやレンタカー類の通行を禁止し、観

光と自然との共生や、従来の周遊通過型観光か

ら滞在時間を延ばすことによる消費誘発などを

模索する目的で、様々な問題点を考察する実験

であった。内容は、６月11日から17日までの８

時から17時まで、摩周湖周遊道路の弟子屈側と

川湯側でマイカー規制（貸切バスは該当せず）

を行い、それぞれから20分間隔で展望台へのバ

スを有料（500円）運行し、ボランティアガイ

ドが案内するなどのケアをして顧客の反応を見

るものであった。また同時に、各ゲートに付設

された駐車場において屈斜路湖畔や周辺を周遊

する別のバスコースを設定し、先の摩周湖展望

台までのバスを利用した顧客にはそのバスやレ

ンタサイクルを無料にするなどの設定をした。

結果的には摩周湖バス利用者が２か所で2,597

人、屈斜路バスが358人、両方利用した人が173

人であった。利用者は道外客が73.4％で（うち

85.2％が近隣で宿泊を伴う）、レンタカー客が

51.2％、マイカー客が43.1％であった。（データ

は摩周湖・屈斜路環境にやさしい観光交通推進

協議会提供）

資料５…観光交通実験ポスター
摩周湖・屈斜路環境にやさしい観光交通推進協議会提供



−15−

　この他に併せて行った顧客アンケート結果も

重要である。まず、出費が伴ったにも関わらず、

このような趣旨での交通規制に大半の顧客は賛

成、好意的であった。特筆すべきは、利用者が

さらに必要なものとして、自然や周辺知識を高

めるネイチャーガイドツアー⑱や施設の充実を

希望する者が30％を超え、周遊バスやレンタサ

イクルの充実は48.6％にもなっている。もっぱ

ら周遊移動の行程は移動に徹するものだが、何

かのきっかけで一度ストップした時には、つい

でではあるが少しはじっくりその地域を観光し

てみたいという観光の深化への心理とも考えら

れる。

　この他に現地におけるボランティアガイド

によるヒアリングから顧客の声であるが、「結

局、北海道ではレンタカーでぐるっと周遊する

のだが、距離も長く、何もわからないまま、た

だ走っているだけ。人に触れ合う時間がないか

ら味気ない。だから、このような案内人のある

バス観光時間はありがたい」との事であった。

また、メディア販売Ｃ社における個人レンタ

カー商品アンケート中でも「北海道で最も印象

に残ったことは？」の問いかけに「道路沿いの

野菜売りの農家のおばさんとその景色」や「メ

ロン農家とのやりとり」という意外な回答が見

られた。結局、個人旅行化で思う存分マイペー

スで自由に走りたいというものの、現実的には

「地域とのふれあいのなさ」もストレスになる

のであろう。個人化の反作用として、今後、着

地側で運行するバスによる小旅行では、観光資

源ばかりでなく、素朴なふれあい案内や地元の

お年寄りなどとの接触が思いがけない大きな感

動をもたらすのであれば、このようなふれあい

を観光の基本に置く必要がある。

　また興味深い例として、Ｃ社の北海道バスツ

アーアンケートの評価で、どの景色に感動し

たかの問いに対し、73％もの顧客が畑とか、道

とか、防風林などの北海道における道路の途中

の景色にこころを動かされていた。景色のいい

道の途中でのストップとその空間でのふれあい、

さらに地域観光素材の提供をする舞台は単なる

寄り道だけでなく着地型観光商品の重要素材の

可能性を秘めている。

　今回は告知不徹底なため実績は不十分だった

が、屈斜路湖周辺周遊セットコースも設定さ

れていた。ふれあい、体験、昼食など様々な

組み合わせがこの車を止めたポイントで仕掛

けられる。新しい日帰り着地型商品構造そのも

のである。このコンセプトの着地型商品は、本

来のバス周遊客、レンタカー周遊客、マイカー

で回る道内個人客など全てを、ふれあいをキー

ワードにこのツアーバスのマーケットに成し得

る点で画期的であり、マイカーやレンタカー客

にも「地域案内人のついた周遊型のミニツアー

バス」として対応する。摩周湖という観光資源

から捉えれば日中通過型地域として拠点とその

周辺の、川湯温泉として捉えれば宿泊拠点から

朝晩に出発帰着すれば連泊顧客への数時間のふ

れあいバスとして、昼夜とも有効な着地型観光

商品が完成する。そのミニツアーこそがニュー

⑱�　ネイチャーガイドツアー：自然案内人が引率して案内する小旅行。ここではエコツアーなど本格的ではなく、ネイ
チャーリングの主旨に近い。
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ツーリズム観光資源素材を住民やふれあいを主

役にSTORY化し商品化したものである。隣接

市町村との間での着地型商品が一気に完成する

ことになり、そのいくつかの連携が周遊滞在機

能を踏まえた広域内共存の着地型商品のビジネ

スモデルではなかろうか。

　このような途中の景観を舞台にした観光で、

ニューツーリズム観光資源との接点、地域にお

ける共存と競合のバランスを模索した着地型観

光のモデルを、筆者は寄り道ツーリズムと称す

る。導入部はちょっとした寄り道でこそ味わえ

る北海道らしさと言えるが、観光資源とその周

辺を備に見れば、その途中、昼夜問わずその周

辺、さらに住民にまでに至り、地域全体が対象

になった観光である。顧客が感じているように

道の途中での感動。地域としてのこころ、ひた

すらに生きる姿、汗、そして笑顔、涙、日々の

こころの動き全てが関わる仕組みで、顧客は時

にそれを応援するかのようにも関わるなどした

こころの通いあい。そのようなまさしく「観

光」を目指せるような仕掛けは、こういった農

村景観など生活臭ある素朴な景観ポイントなら

ではの役割である。またこの場面設定こそ観光

にとって重要である。地域にとっては、まちづ

くり、顧客にとっては商品化がこの観光を通し

て進行する。先章における着地型素材や商品と

の接点として、まさしくこの寄り道ポイントは

「出発後・偶発型」接点の典型であろう。この

ようなものが、周遊のついでに、北海道にふれ

あい、「観光」につながる寄り道ツーリズムで

ある。

　Ｃ社が発見、命名した「網走感動の径」がこ

の好例で、マスツーリズムにおけるバスツアー

各商品でも、このような素朴な景色を組み入れ

た。名もない途中の景観をこれだけ観光資源

として引き揚げた実例はこれまでは稀であるが、

今後、北海道全域に広がりつつあるシーニック

バイウエイ事業⑲も後押しし、各地に誕生する

道端デッキなどでふらり立ち寄る事から始まり、

経済効果も期待でき各地域においても寄り道

ツーリズムの観光資源は道内で増加することに

なろう。

⑲�　シーニックバイウエイ（Scenic Byway）　景観・シーン（Scene）の形容詞シーニック（Scenic）と、脇道・寄り道
を意味するバイウエイ（Byway）を組み合わせた言葉で、地域と行政が連携し景観や自然環境に配慮し、地域の魅力
を道でつなぎながら個性的な地域、美しい環境づくりを目指す施策である。アメリカの制度を参考に 2005 年度より
北海道にあった仕組みでスタート。2008 年８月現在７コースである。

資料₆…網走感動の径　野竹撮影 資料₇…女満別メルヘンの丘　シーニックデッキ　野竹撮影
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 ₆　次世代北海道ツーリズムの可能性

　北海道観光における大きな影響を及ぼしたマ

スツーリズムを、その中でも典型的旧来型商品

である廉価周遊をメインにしたメディア商品の

変遷を通じて考察した。旧来の周遊型商品は個

人化も含めた分散化と非効率化が進行し、加え

て諸問題が存在している。一方、ニューツーリ

ズム観光資源も含めた着地型商品の販売がなか

なか進行しない状況ではあるが、４章で述べた

とおり北海道ならでは、スケルトン商品を軸に、

着地型商品を付加することから新しい商品モデ

ルへと動き出している。さらに５章では具体的

なビジネスモデルについて、地域間の在り方と

商品構造についても言及した。この最終章では、

北海道観光を大きく誘引してきたマスツーリズ

ムの典型であるメディア商品の功罪を、強化と

修正から浮かび上がる方向性とともに、観光の

本質に至る発地と着地との融合について考察し、

次世代の北海道ツーリズムについてのまとめと

したい。

　まず、メディア商品においての功績である

が、廉価販売誘客による北海道の季節を拡大し

た事が挙げられる。季節の狭間の商品設定で誘

客を刺激し、北海道の四季だけにとらわれない

六つにも八つにも相当する季節の多様性を示し

たことで、来訪頻度を増加させた事など最も効

力があったと考えられる。また一般的にハード

な行程ではあったが、行動範囲の拡大によって

「観光資源の多様性と、開発へ向けた機会」を

誘発した。さらに２章で述べたとおり、添乗員

同行型周遊商品の傾向は、新しい顧客ニーズを

捉えた高額客、廉価であるが頻度多く訪れた顧

客、通常客の３つに分類されるが、コアリピー

ターはどちらの層とも、顧客は「ただただ北海

道に居ることが嬉しく、心地よい」と言ってい

る点は注目される。しかし、メディア商品の場

合、顧客層にシニアが多く、このような気持ち

に至るまでが限界で、別情報での積極的な地域

に触れる体験企画にはさほど見向きもせず、そ

れ以上の進展はなかったが、この流れは着地型

観光へと移行する前段階には辿りついた。

　またメディア商品展開は「大衆の個人化」も

加速させる事ができた。ただ、この集客に留

まっていては再び廉価の戦いと質の低下を招く

事と、情報不足のままの個人旅行化推進になる

だけである。この大衆をスケルトン廉価型個人

商品プラス様々な着地情報検索ページに誘導す

るための仕掛けが重要でもある。

　以上、功績から分析する新しい北海道ツーリ

ズムの方向性のひとつは「時期と範囲による多

様性から地域深化による多様化へ」である。そ

の切り口こそ、ニューツーリズムの無限の多様

性への挑戦でもある。また、周遊型にも見られ

た高額層、廉価頻度型顧客層など着地型観光へ

の兆しとも捉える変化には、マスツーリズムで

は対応し切れていない。今後、着地型観光への

足がかりとして、現地で知床の例のようにオプ

ショナルツアーから始まり「出発後・偶発型」

接点での様々な対応を一歩進める事が肝心であ

る。

　次に、メディア商品の功罪における負の面か

らであるが、廉価商品のコスト削減のために

生じた質の低下、マスメディア反応で効果的な

方向に走ったため、安易な一時のブームを呼
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び、資源の短命化や未消化を生み出した責任は

多分にある。さらに、北海道観光の、本来であ

れば原点であった食、温泉、自然を曖昧にして

しまった。廉価便を使うがための過酷な行程で、

温泉もせわしなく入るだけ、上辺の自然をワイ

ドに繋ぎ合わせるだけで、まったく大きく原点

から離れてしまった。質の低下は真っ先に食に

影響を及ぼした。食べないわけにはいかないの

で、地産地消とかけ離れた質の低下である。宿

も遅いチェックイン、早いチェックアウトなの

で滞在期間も短く、メディア規格の施設設備に

ランクを落とした。この打開策については、コ

ストのかからない本物とは何だろうかが、回答

である。例えば、切り口は旬の素材、さらに自

然体で素朴なもてなしではなかろうか。本来の

観光のキーポイント復活に合わせて、その修正

とは、「北海道の本質の原点回帰と信用回復」

である。

　最後に、マスツーリズムと今後のニューツー

リズム観光資源、着地型観光との融合である。

４章の発地商品と着地商品との融合、５章の広

域における地域内商品構造、寄り道ツーリズム

など具体的に述べた。さらに商品も発地と着地

部分とを融合させれば、実際に地域全体が観光

対象になり、ふれあいや交流を行い、双方のこ

ころの交流に至る事が可能である。どちら側の

商品かという短絡的な問題でなく、「共有のこ

ころ」が生まれるわけで、新たなる北海道にお

ける観光そのものである。その着眼点に立った

着地型観光商品の創出モデルは、北海道とくに

道東地域における今後の深刻な地域観光政策の

モデルにもなり得る。

　新しい北海道ツーリズムとは、北海道観光が

マスツーリズムから地域が主体となる着地型

観光への模索をし続ける間の大きな方向性を示

すものである。それは、まとめ全体を通して述

べた「観光の深化・本質・融合」の三つのキー

ワードが語る「観光」である。地域全体が対象

のこのような観光は、地域の人々が日頃から大

事にしているもの、感謝、喜び、苦しみ、もが

き、誇りなど、「生活そのものにより近づいて

いく状態にふれる観光」へとさらに進化する。

発地型商品の構造を有効に利用し、着地型商品

の内容、地域風土のこころを組み入れ、しかも

顧客が個人個人で思いのままにその土地の観光

の光に相当する素材を融合させ、地域の個性あ

る「共有の光」を作って行く観光なわけで、新

しい北海道ツーリズム下の、具体的に述べたこ

のビジネスモデルの可能性は、北海道観光を名

実ともにイノベーションする可能性を秘めた次

世代ツーリズムになるのではなかろうか？
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１．はじめに

　観光産業は、関連産業への波及効果を除いて

も2008年の世界の総GDPの3.4パーセントを占

めると推測されており（WTTC　2008）、その

経済的影響力は今や自動車産業をしのぐものと

なっている。観光の発展には、雇用の創出、地

域振興、外貨獲得等の効果が期待され、世界各

国で“観光立国”を掲げた取り組みがなされて

いる。特に、東南アジア地域や南太平洋諸国な

ど、生活を支える柱となる産業や資源が乏しい

国や地域では、観光業の発展に大きな期待が寄

せられている。

　観光を取り巻く世界的な情勢の中で、日本は

どのような位置にあるのだろうか。平成20年版

観光白書によれば、日本の平成18年の国際旅行

支出は世界第５位、そして外国人旅行者受入数

では世界第30位となっている。日本も“観光立

国”に向けて取り組んでいるとはいえ、現状で

は世界有数の観光者送出国として位置づけられ

る。観光立国を目指す東南アジア地域の国々に

とっては、経済的に裕福で、距離的にも比較的

近い日本からの観光客をいかに呼び込むかが重

要な課題となっている。そして、政府への働き

かけや、日本の旅行会社に対して様々なキャン

ペーンを行うなど、日本人観光客の増加に取り

組んでいる。

　そんななか、先日、世界遺産に指定されてい

るフィレンツェのサンタ・マリア・デル・フィ

オーレ大聖堂に日本の女子大学生が落書きをし

た事が発覚し、大きく報じられた（毎日新聞６

月25日）。その後も落書きの発覚が相次いで報

じられたが、こういった落書きの例は観光者の

問題行為の氷山の一角にすぎない。以前から東

南アジアやインドでは、売春やドラッグを目的

とした観光が問題となってきた。また、観光者

の問題行為には、こういった違法性、非倫理性

が明らかな行為だけでなく、観光者の何気ない

行為が思わぬところで現地の人々の反感を買っ

たり、社会に悪影響を及ぼしてしまったりする

ようなものもある。日本で日常的に着用してい

る半ズボンやキャミソール姿のままでタイの仏

教寺院を訪れる観光客をよく見かけるが、その

ような行為がこの例にあたる。一部の有名な寺

院などでは、入り口で服装をチェックされ、不

適切であれば入場を禁止される場合もある。し

かし、そういったチェックの無い寺院であって

も、当然半ズボンで入ることは、信仰心の強い

現地の人々にとっては非常識な振る舞いであ

観光振興における観光倫理教育の必要性
－東南アジア地域の観光を念頭に－

宮本　佳範

二　席
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り、反感を買う行為である。観光客の立場から

すれば、せっかく観光に来たのに服装の問題で

入場できなければ残念なだけでなく、現地の

人々の反感を買うことも不本意なことであろ

う。このように、観光者の認識にかかわらず、

その行為が現地の人々に問題視される場合は多

いのである。

　観光立国を掲げる国々では、空港や道路、宿

泊施設など各種インフラ整備はもちろん、多様

化する観光者のニーズに応える新しい観光資源

の発掘やツアー企画、ガイドの育成などに様々

な取り組みがなされている。しかし、観光は、

観光者と現地の人々との良好な関係があっては

じめて成り立つものであることを忘れてはなら

ない。観光という場は、観光業に従事する者だ

けでなく、あらゆる場面で観光者と現地の人々

が接触する場である。現地の人々が観光者に好

意的でなければ、その観光地の印象が悪くなる

だけでなく、観光者に対する犯罪やトラブルの

増加につながることも考えられる。そうなれば

観光者にとって望ましい観光環境は損なわれ、

観光者の減少につながることだろう。つまり、

観光振興には観光者と現地の人々との良好な関

係に担保された安全な観光環境を構築すること

が不可欠なのである。

　観光者と現地の人々との関係が悪化する要因

には様々なものがある。例えば、政治的対立や

宗教的対立などもそのひとつである。そういっ

た場合は、個人の観光態度とは関係なく、特定

の国の人間、場合によっては外国人というだけ

で敵視されることもあるだろう。しかし、現実

に観光地でのトラブル、現地の人々が観光客に

対して反感を持つ場面を考えると、冒頭で挙げ

た例をはじめ、観光者自身の行為に問題がある

場合が多く見られるのである。現地の人々との

良好な関係を損なうような観光者の問題行為を

防止するための方策のひとつには、観光者が適

切な観光倫理を身につけることが考えられる。

そこで、本稿では、観光倫理に関する既存の研

究や観光倫理規範を概観した上で、主要な観光

者の問題行為の具体例を挙げ、それらの行為が

引き起こされる背景についての考察を通して、

観光者に求められる観光倫理のあり方について

考えていきたい。

₂．観光倫理研究および観光倫理規範

　観光に関する研究は、社会学や文化人類学、

経済学など様々な分野で（若しくは総合領域と

しての観光学として）、その経済効果や観光文

化、ホスピタリティ、観光資源開発や町おこし

など様々な視点から研究され、研究成果も蓄積

されてきた。しかし、観光者の観光倫理につい

ては、それらの研究の一部分でマナー改善の必

要性について言及される場合があるものの、そ

れを中心的テーマとした研究は極めて少ない。

観光倫理という用語自体、明確な定義が定まっ

ているわけではない。その定義自体十分検討す

る必要があるが、詳細な検討は他稿に譲るとし

て、本稿では差しあたり観光倫理を、“持続可

能な観光の実現に向け、観光対象となる文化や

自然の保全およびその地域に住む人々の生活・

感情に配慮した観光を行う上で求められる倫

理”と定義しておきたい。

　観光倫理に関する研究は、カナダやアメリカ
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を中心に、特にエコ・ツーリズム研究の一環

で、観光と環境倫理との関係や自然に配慮した

観光の在り方を示そうとする研究が比較的多く

見られる（例えば、Stark 2002、Oyem 2002 

など）。また、アリストテレスやハーバーマス

などの思想を応用して、観光倫理を哲学的に基

礎付けようとする研究も行われている（例え

ば、Jamal 2004）。そして、 Fennell（2005）

は、観光倫理の哲学的背景や人間性に関する内

容やビジネスにおける観光倫理などの理論研究

から、セックス・ツーリズムやエコ・ツーリズ

ムなど様々な観光場面におけるジレンマや倫理

的問題に対し既存の道徳理論を応用する試みな

どまで、観光倫理に関する様々な研究を行って

いる。しかし、実践的な観光倫理に関しては観

光業者の活動に力点が置かれており、個人の観

光倫理に関しては哲学的な内容が中心となって

いる。また、Smith＆Duffy（2003）は、資本

主義、功利主義、新自由主義的といった西洋思

想に基づき経済的価値を優先した観光開発を行

うことの倫理的問題点を具体的に論じ、道徳や

倫理の相対性を強調し、西洋的価値観では見過

ごされがちな非経済的価値、つまり、文化や環

境の美的価値、ランドスケープや文化の倫理的

価値を重視した観光（観光開発）の必要性を指

摘している。ただし、ここでは観光（観光開

発）における倫理的諸問題を、主に近代化やグ

ローバリゼーションが内包する問題が具現化し

たものとして捉えた分析が中心となっている。

　以上のように、多くの観光倫理に関する研究

では、主に観光者（tour i s t）ではなく観光

（tourism）の問題として観光倫理を取り上げ

ている。つまり、観光者個人の行為ではなく、

観光開発に伴う伝統文化への影響や観光から得

る利益配分の不平等、観光開発に伴う自然破壊

の問題や経済的価値その他西洋的価値観（先進

国の要求）に基づく観光開発の問題、そして、

南北問題、新植民地主義といった問題など、観

光を取り巻く様々なマクロな背景の分析に主要

な関心が寄せられている。

　観光者個人の観光倫理に言及したものとして

は、Kazimierczak（2006）や塚本（1977）が

ある。Kazimierczak（2006）は、観光者によ

る現地への影響を防ぐためには、観光者の道徳

水準（moral level）の向上が求められるとして、

後述する「観光のための世界倫理規範」の内容

について論じている。そして、塚本（1977）は、

（エコ・ツーリズムを念頭に）「社会的責任を

いかに観光客が認識し、理解するかが観光倫理

のもっとも重要な部分」とした上で、「生活者

へのインパクトをなくする観光のあり方」を考

える必要性を指摘している。しかし、両者とも

個人の観光倫理に言及しているとはいえ、具体

的な観光者の問題行為と、それを防ぐために必

要な観光倫理の内容までは論じていない。

　一方、観光者による問題行為の影響を重く見

た観光関連団体や人権擁護団体、キリスト教関

係団体などにより、観光者の観光倫理を具体的

に示そうとする試みが行われてきた。その先駆

けといえるものは、1975年にアジア・キリスト

教協議会（CCA）が、アジアにおける観光に

関する調査研究の報告書「観光：アジアのジレ

ンマ（Tourism: the Asian Dilemma）」中で公

表した「旅行者の倫理コード」であろう。そし
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て、それに少し手を加えたものをインドネシア

のガルーダ航空がインドネシアに向かって飛び

立つ同社の旅客機の客席ポケットに入れるに

至っている（オグレディ 1981）。また、1998年

には、ECPAT（子ども買春・子どもポルノ・

性目的の子どもの人身売買根絶国際運動）によ

り「子ども買春防止のための旅行・観光業界行

動倫理規範（Code of Conduct to Protect 

Children from Sexual Exploitation in Travel 

and Tourism）」が提唱されている。これは、

旅行業者の活動を対象に、子どもの商業的性的

搾取と闘うという観点から作成されたものであ

る（コードプロジェクト推進協議会 2005）。買

春行為などはホテルや観光会社が協力して行っ

ている場合も多く、観光業に携わる者の責任は

大きい。しかし、買春行為も含め、観光者の問

題行為は観光者自身の判断による行為であり、

観光者自身に責任ある行動を求めることも必要

である。

　観光者の観光倫理を示した規範の代表的なも

のには、1999年にＵＮＷＴＯ（世界観光機関）

等が採択した「観光のための世界倫理規範

（Global Code of Ethics for Tourism）」があ

る。観光倫理に関わる記述はArticle 1（相互理

解に関する観光の貢献）の中に記述されてお

り、特に観光者の観光倫理に関わる内容は次の

とおりである。

・�人類に共通な倫理的価値観（地域の多様性、

哲学的、道徳的信念への寛容と敬意）を醸成

することが責任ある観光の根本であり帰結で

ある。観光開発関係者や旅行者は、社会や文

化の伝統、少数民族や原住民を含めた全ての

人々の習慣をよく理解し、その価値を認識す

べき。

・�観光活動は、訪問国の特質や伝統との調和、

また法律や風習に配慮しつつ行わなければな

らない。

・�旅行者や訪問者は、訪問国の法律において犯

罪とされる、または犯罪と見なされる行動を

とってはならない。地元の住民に不快・有害

と思われる行為、また環境を破壊する行為を

慎まなければならない。

・�旅行者や訪問者は、訪問しようとしている国

の特性を、出発前によく知っておく責任があ

る。日常の環境と異なる旅先での健康や安全

に関するリスクを認識し、気をつけて行動す

るべき。

　この「観光のための世界倫理規範」の内容が

観光者に徹底されれば多くの問題行動の防止が

可能であろうが、現実として難しい側面もある

（詳しくは後述する）。またそれ以前に、観光

者自身が自らの行為の何が問題で、それが現地

にどのような影響を及ぼすのか、を正しく理解

している必要があるだろう。そういった観光者

の問題行為を防止する上で必要な要素について

論じる前に、まず観光者の問題行為の具体例を

示しておきたい。

₃．観光者の問題行為について

３．１　問題行為の具体例

　観光者の問題行為の代表的な例を以下に掲げ

た。これらの中には問題行為として一般的に認

識されているものだけでなく、問題行為として

あまり認識されていないものもある。両者と
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も、観光倫理を考える上で必要な事例である。

もちろん、他にも様々な問題行為があるだろう

が、以下の例だけでも観光倫理について論じる

上で必要な具体的な問題行為のイメージをもつ

ことができるだろう。

①�ドラッグ：観光者によるドラッグの使用は、

主に1970年代にヒッピーがドラッグを入手す

るために東南アジア地域やインドを目指すよ

うになって以降に問題とされてきた。現在は

ドラッグの取締りが強化されており以前ほど

広まってはいないともいわれているが、2005

年に筆者がバンコクを訪れた際には、夜の繁

華街ではドラッグの売人に声をかけられ、ま

た、ゲストハウスでもマリファナを吸飲する

観光者を多く見かけた。現在でもいかに観光

者がドラッグを簡単に手に入れることができ

るかがわかる。

②�買春：東南アジア地域では、観光者による買

春も以前から問題とされてきた。もちろん東

南アジア地域でも買春・売春は違法である

が、松井（1993）は軍や警察、政治家等に売

春の利益が流れている場合もあり、取締りが

効果をあげず、日本や欧米からの観光者によ

る買春がいかに広く一般的に行われていたか

を報告している。買春のなかでも特に、子ど

も買春は子どもの人権を無視した悪質な行為

として国際的に非難されている。そういった

流れを受けて、タイでは「1996年売春防止・

禁止法」が公布され、売春に該当する行為が

明確化されるとともに、以前には無かった子

ども買春者に対する罰則が設けられた（東南

アジア刑事法研究会 1999）。ドラッグ同様、

買春・売春も各国で規制が強化されつつある

が、現実としては現在でも広く行われてい

る。

③�悪質ないたずら行為：冒頭で触れた落書き等

の悪質ないたずら行為も後をたたない。落書

き以外の例としては、珍しい野生動物を追い

かけたり、仏教遺跡で首のとれた仏像に登り

自分の首をそこに据えて写真を撮ったり、現

地の文化、人々を中傷するような日本語をふ

ざけて覚えさせるなど様々な行為がある。こ

れらの行為は観光者とすれば軽い悪ふざけに

過ぎないかも知れない。しかし、貴重な自然

や文化財、そして現地の人々の心を傷つける

ものであり、観光者に対する反感を生む悪質

な行為である。

④�現地離れした金銭感覚による購買行為：観光

者が観光地で多額の購買行為を行うことは観

光産業振興のメリットである。しかし、個人

旅行者やツアーの自由時間などに、観光者を

ターゲットとしたホテルやみやげ物屋ではな

く、現地の人々が日常的に利用するような商

店、屋台、乗り物を利用する際に、相対的に

裕福な観光者が現地離れした金銭感覚で購買

行為を行う場合に問題となる。具体的には、

ある商品やサービスを購入する際に、その価

格を日本円に換算して“安い”と思えば、現

地の人々が同じものを購入する価格と比較す

ると実際にはかなり割高であることに気づか

ないまま、購入する場合である。この場合、

為替レートで母国のお金に換算した額と、実

際にその額が持つ現地での価値の違いが考慮

されていないことが問題である。もちろん、
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そういった購買行為自体は当然違法行為では

ないし、高値で買ってもらった者には喜ばれ

る行為である。むしろ、極めて高値で買わさ

れた場合（いわゆる“ぼったくられた”場

合）、観光者は一般的に被害者とみなされ

る。その場合でも、多少腹が立つとはいえ、

母国の金額に換算すればさほど痛手でもな

く、大した問題ではないと考える人もいるだ

ろう。しかし、現地離れした金銭感覚での購

買行為は、その観光者にとっての被害の有無

にかかわらず、それが現地の一般の人々の生

活や他の観光者に影響を及ぼすという意味で

問題となる。観光者が現地離れした金額で購

買行為を行うことは、その地域の物価上昇に

つながり、観光者と関係を持たない一般の

人々の生活を苦しめることになる。また、観

光客相手の“ぼったくり”を儲けさせてしま

うことは、地道に働くより観光者相手に不当

な利益を上げようとする者を増加させること

につながる。そして、それは観光者相手のさ

らなる犯罪行為を生み出す温床にもなり、他

の観光者の安全が脅かすものとなるのであ

る。

⑤�立入禁止区域への侵入：観光地では、自然保

護や文化財保護、観光者の安全、政治的理由

などにより様々な形で立入禁止区域が設けら

れている。また、東南アジア地域に存在する

貴重な遺跡の中には日本のように管理が行き

届いていないものも多く、明示的に立入禁止

区域が設定されていない場合や、簡単なロー

プや現地語での注意書きにとどまっている箇

所も多い。そういった区域に侵入すること

は、貴重な文化財の破損につながり、また、

自然が観光対象である場合はその自然に重大

な被害を及ぼす可能性もある。現地の大切な

観光資源の破損につながるそういった行為

は、現地の人々の反感を買う行為でもある。

それだけでなく、2008年に北朝鮮の金剛山地

区に観光に訪れていた韓国人が、北朝鮮が設

けた立入禁止区域に200ｍ程侵入し、射殺さ

れたニュースが報じられたが（毎日新聞７月

12日）、このように、観光者の意図にかかわ

らず、観光者自身にとって思わぬ最悪の結果

につながることもあり得るのである。

⑥�宗教的、文化的問題行為：典型的な例は、イ

スラム教徒の多い地域を観光する際に、観光

者（特に女性）が自国での服装と同様な服装

（現地の常識では露出が多すぎる服装）で観

光したり、敬虔な仏教徒が多い地域（例えば

ルアンパバーンなど）で、観光者が道路で

お坊さんの前を平然と横切ったりして、現地

の人々の反感を買う場合などである。また、

ベトナムでは１歳未満の赤ちゃんに対して

「かわいい」などとほめ言葉を使うことは、将

来その子に不運をもたらすと考えられ、タブー

となっている（地球の歩き方編集室 2006）こ

とを知らずにそれを行うことは、観光者の意

に反して相手の気持ちを害してしまう。この

ように、観光者の母国の常識では特に問題だ

と思わない行為であっても、それが観光対象

となる地域の慣習等に反し、不本意に反感を

買ってしまうような場合も多いのである。

⑦�奔放な行動様式：観光者の日常生活とかけ離

れた奔放な行動様式が現地の若者たちに与え
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る影響（デモンストレーション効果）も問題

視されている。オグレディ（1981）は、デモ

ンストレーション効果は、ヒッピー旅行者

（現代では、バックパッカーをイメージすれ

ばよいだろう。）が現地の習慣を採用しよう

とする気持ちと現地の若者が西洋の習慣を身

につけようとする気持ちが重なることから生

じるという。そして、現地の若者が西洋の価

値観のうち採用したいと考えるのはしばしば

その文化の最悪の部分、最も退廃的なもので

あり、貧しい社会の若者達がのんきな若者旅

行者のまねをしだすと、その地域の社会すべ

てが大きな脅威に直面すると述べている。ま

た、合田（2004）は、1970年代当時、バリを

訪れる観光客の中にはヌーディストのような

行動をするものも多く、若い島民や子供達の

好奇の目を集め、親や年配者を困惑させ、そ

して、当時のバリの社会学者等の関心を集め

た研究テーマが「観光がバリ島の青少年に与

える教育上の悪影響」であったことなどを報

告している。Hudman&Hawkins（1989）も

観光による負の影響（cost）として、観光地

に外国の商品やライフスタイルが持ち込まれ

ること、一時的な観光者の行う行動を現地の

若者が安易に受け入れてしまうことを、性的

な解放、宗教的な伝統の消滅といった影響と

ともに挙げている。

⑧�問題のある写真撮影：旅先で多くの観光者

は、目にした物、風景、人々を写真に撮り、

思い出として残そうとする。写真撮影そのも

のが旅の目的の一つともいえる。しかし、観

光地として知られた場所であっても宗教的施

設の一部や美術館内など、写真撮影が禁止さ

れている場合も多い。しかし、そういった場

所で堂々と、若しくは監視の目を盗んで撮影

する観光者の姿もよく見かける。また、少数

民族観光などで観光者に見られることを前提

としていない住民の日常生活の様子をあから

さまに撮影したり、貧しい人々が集まる地区

で彼らの様子を撮影したりすることも、相手

の気持ちを考えれば好ましい行為でないこと

はわかるであろう。また、イスラム教徒の女

性などのように写真に映ること自体が良くな

いとされている場合もある。人々をむやみに

撮影することは、撮られる側に不快感を与え

る行為といえる。

３．２　観光という文脈で捉えるべき問題か

　橋本（1999）は、観光研究においては、研究

する事象が観光という文脈特有の問題か否かに

留意する必要があると述べている。では、ここ

で取り上げた観光者の問題行為は観光という文

脈特有のものであろうか。ドラッグや売買春な

どは観光地に限られた問題ではなく、一般的な

犯罪や倫理・道徳に関わる社会問題の一つであ

る。確かに、これらの問題には観光場面に限ら

ず共通する問題構造や社会背景もある。しか

し、悪質ないたずら行為など日常生活では行わ

ないのに観光という特殊な状況においてのみ

行ってしまったという場合や、母国では合法的

な風俗店にすら足を運ぶことのない人たちが、

バンコクを訪問した際には風俗店に足を運び、

さらに買春してしまう場合を考えると、そう

いった観光者の行動は、観光場面に特有の現象
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ともいえる。したがって、観光者の問題行動を

観光という特殊な状況との関係で研究する必要

があるといえる。

₄．問題行為の要因

　以上のような観光者の問題行為を引き起こす

背景となる要因にはどんなものがあるだろう

か。以下、主要なものを６項目に分けて列挙し

た。なお、それぞれの要因が特定の問題行為と

１対１で対応しているわけではなく、一つの問

題行為には複数の要因が関与して引き起こされ

ると考えられる。

①�文化的、経済的無知：イスラム教国を女性が

露出の多い服装で訪れたり、半ズボンやキャ

ミソール姿で仏教寺院を訪れたりすること

は、文化的無知による部分が大きい。ヌー

ディストのような行動をとったヒッピーたち

が「南国の島民は田畑で働くのも海でたわむ

れるのも裸でするものだと誤解していた」

（合田 2004）というような勝手な思い込

み、南国＝ユートピアといった幻想も、文化

的無知に含まれるであろう。また、現地離れ

した貨幣価値感覚の問題も、現地の物価、貨

幣価値の実情に関する無知によるといえる。

これらの訪問国に関する情報は、事前に調べ

ることができるものもあるし、また、現地の

人々の行動を観察することである程度身に付

けることができる。つまり、無知そのものと

いうより、観光を楽しむだけで、現地の人々

の金銭感覚や習慣を学び、それに合わせた行

動をとろうとする意識の欠如こそが根本的な

問題といえるかもしれない。

②�行き過ぎた観光欲求、冒険心：ツアーによる

団体観光客はもちろん、貧乏旅行を自負する

バックパッカーであっても、航空運賃などそ

れなりに高額な出費をして観光に訪れてい

る。会社員であれば短い連休をつかって日程

的にも無理して来た人も多いだろう。そう

いった理由から、「せっかく来たのだから」

とあますところなく観光しようとする観光者

心理が働くことは理解できるし、それ自体問

題ではない。ただし、それが過度になり、ま

た冒険心や人と違った観光をしたいといった

欲求などが加わり、問題行為につながる場合

がある。例えば、一般の観光客が入らない遺

跡に潜り込んだり、登ったり、観光者の目に

触れることを前提としていない人々の日常生

活を覗き見ようとしたり、自然を対象とした

観光では少しでも自然に触れようと観光用の

散策路から少しはずれて野生動物との遭遇を

求めたりする行為などである。それらが明示

的に禁止されている行為である場合はもちろ

ん、仮に明示されてなくとも常識的にその行

為に問題があると知っていても、「せっかく

来たのだからと」と観光欲求、冒険心等を優

先してしまい、その行為を行ってしまうので

ある。

③�非日常性への甘え：佐々木（2005）は、観光

者が観光中に良いと感じる経験が「開放感」

の経験、「娯楽感」の経験、日常性を離れた

「異質感」の経験、スリルなどのめったにな

い「緊張感」の経験であることを明らかにし

ている。また、オグレディ（1981）は、売春

の背景として、旅行中の観光者が「通常の道
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徳的緊張から解放される」ことを挙げてい

る。こういった異国という非日常的な場面で

の開放（解放）感などにより判断力が低下

し、根拠もなく「ここなら許される」という

感覚を抱くことが、日常では行わないような

問題行為を旅先で行ってしまう理由の一つと

して考えられる。旅行中に買った土産物など

を帰国後どうして買ったのだろうと反省した

経験など、旅行中になんとなく浮ついた気分

になったり、気が大きくなったり、判断力が

低下した経験は、誰しもあるのではないだろ

うか。確かに、旅行中における正常な（日常

生活場面と同様な）判断力の欠如は観光者の

問題行動の一因と考えられる。しかし、「旅

行中で判断力が鈍っていたから仕方ない」と

いう責任逃れは許されない。私は、観光者が

問題行為を行う際には「非日常性への甘え」

があると考える。

　�　日常生活場面から離脱した観光中の状況

は、シュッツ（1932）の「限定された意味領

域」の概念で説明できる。つまり、「限定さ

れた意味領域」としての旅先という状況は、

「至高の現実」である日常生活の世界におけ

る関係性から独立し、物理的にも独立した文

字通り別世界のように認識し得る状況なので

ある。別世界であるがゆえに、日常生活の世

界に適用される判断基準、倫理基準すらも適

用外とすることができる。日本では「旅の恥

は掻き捨て」といわれるが、それは「旅で

は、知っている人がいないから、どんなこと

をしても恥辱にならないの意」である（広辞

苑第六版岩波書店）。旅先という非日常性そ

のものが“恥”を（心理的に）肯定する根拠

となっているのである。つまり、地縁、血

縁、職業的なつながりがあり、知人に取り囲

まれ、これからもそこで生きていくであろう

生活の拠点で“恥”とされる行為を行う場合

と異なり、旅先での“恥”は旅行中の一時的

なものであり、日常生活の世界におけるこれ

までの、そしてこれからの自分の名誉を何ら

傷つけるものではないから、結果として“許

される”という認識である。それこそまさに

「非日常性への甘え」といえる。

④�問題性の過小評価、問題となる理由の誤認：

私は以前、エコ・ツーリズムとしての登山を

論じた際に、登山者が問題行為を行う際の思

考に、自分の行為の自然への影響を過小評価

する“影響の過小評価型”発想、そして、自

分の行為は禁止されているものではあるが、

その行為が禁止されている理由を理解してお

り、その理由に抵触しないように適切に配慮

しているので問題ない、という判断に基づく

“勝手な判断による合理化型”発想の２種類

があることを述べた（宮本 2007）。このよう

な思考は、登山者の問題行為の場合に限ら

ず、観光者が禁止されていることを認識して

いる行為を行う場合にもみられるものであ

る。

⑤�旅行者の優越意識：東南アジア地域の観光に

おいては、豊かな観光者送出国、貧しい観光

者受入国という構図が成り立っている。日本

では普通の会社員でも東南アジアの一般の

人々と比べれば圧倒的な金持ちである。そし

て、観光中はそれを実感することとなる。
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根橋（2004）は、「世界経済」の中核である

西洋から、辺境である東洋にやってくる観光

者たちのまなざしが、東洋に対する西洋の優

越性を意味するオリエンタリズム的視点に基

づいていることを強調している。西洋的近代

化に成功し、経済的に西洋諸国を追い越す成

長を見せた日本の観光客が発展途上の東南ア

ジア地域を観光する際にも、オリエンタリズ

ムに似た、一種の優越意識があるといえるだ

ろう。貧しい姿をした人々にカメラを向けた

り、寄ってくる人々に対して必要以上に横柄

に接したり、現地の人を見下したような態度

で接したり、そういった行為が「許される」

と考えてしまう観光者の思考に、その優越意

識が潜んでいるといえる。

⑥�情報の氾濫：現在、東南アジア地域で売春や

ドラッグ等の問題行為を実際に行おうとする

場合に参考となる情報は、出版物やインター

ネットを通じて簡単に得ることができる。そ

れらには、直接的に問題行為を行うノウハウ

を解説したものだけでなく、旅行記のような

形式で、著者の経験、著者の出会った旅行者

の体験談として買春方法やドラッグの入手方

法などが示されているものも多い（例えば、

売春事情に関する書籍：八雲 1995、ドラッ

グ事情に関する書籍：草下 2006、など）。ま

た、悪質ないたずら行為に関しても、決して

やってはいけないと言いつつ著者自らが首の

とれた仏像に自分の首を据えた写真を表紙に

載せた書籍（丸山 2007）なども出回ってい

る。もちろん、問題行為を推奨することが著

者の意図であるとは限らず、ここではこう

いった書籍等の存在を問題視しているわけで

はない。その内容を利用、または模倣するか

どうかは観光者の倫理的問題である。しか

し、問題行為に興味を持つ観光者が実行する

上で参考になる書籍等の存在は、問題行為が

広く行われる背景の一つとなっているといえ

るだろう。

₅．観光倫理教育

５．１　観光者への教育の必要性

　本稿で取り上げた具体的な観光者の問題行為

およびその主な要因を踏まえた上で、観光者に

よる現地への悪影響を予防しつつ観光者を受け

入れるためにはどのようにすればよいだろう

か。観光者の行動や価値観が現地の若者に及ぼ

すデモンストレーション効果を問題視していた

オグレディ（1981）は、「観光地は、地元の

人々の日常生活の場から切り離されるべき」だ

とし、「観光の範囲をできるだけ制約するこ

と」、具体的には「空港から、観光客をできる

だけ早く観光地に送りこみ、異国情緒の中にひ

たらせ、許可された区域以外での地上交通は禁

止し、定めのときがくればさっと飛行機に乗せ

て、次の夢の国へと送り出す」ことが必要だと

述べている。それはまさに現地の人々と関わり

を持たないマス・ツーリズムの典型ではないだ

ろうか。しかし、マス・ツーリズム自体は、

オグレディ自身“移動式閉鎖社会”と表現して

批判しているところである。マス・ツーリズム

の弊害を克服する観光スタイルとして、現地の

人々と交流し、文化理解を深めるような観光形

態が注目される今、観光者の行動範囲を制限す
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るという対策には疑問を感じざるを得ない。ま

た、観光者の行為に問題があるにもかかわらず

観光者受入国側のみが対策を講じるならば、観

光振興と観光者の増加による悪影響は観光地の

ジレンマとして存在し続けるであろう。した

がって、観光者への何らかの協力を求めること

が必要であり、観光者も観光から恩恵を得てい

る以上、協力する義務があるといえる。

　では、観光者が行うべきことは何だろうか。

「観光のための世界倫理規範」では、観光者

が、社会や文化の伝統、少数民族や原住民を含

めた全ての人々の習慣をよく理解すべきであ

り、そして観光活動は、訪問国の特質や伝統と

の調和、また法律や風習に配慮しつつ行わなけ

ればならないと述べられている。確かに、この

内容にしたがって行動すれば、多くの問題行為

を防ぐことができるだろう。ただし、観光者は

観光するにあたりどのような点に注意しなけれ

ばならないのか、どのような行動を慎まなけれ

ばならないのか、を具体的に示さなければ、観

光者の行動につなげることは難しいだろう。

　また、それ以前に、観光者が現地の文化、習

慣に合わせた行動をとり、人々の感情に配慮し

た観光を行う必要性を十分認識していなければ

ならない。しかし、良心的な観光者であって

も、問題となる理由を誤認している場合はもち

ろん、無意識的な優越意識の存在や母国では常

識的な行為が現地の人々の感情を害してしまう

可能性、何気ない行為が現地の人々の生活に影

響を与えてしまうことなどを自ら認識すること

は難しい。したがって、観光者自身が現地の文

化や習慣を学び、それに合わせ、現地の人々の

生活や感情に配慮した観光態度を身につけるこ

との大切さを知るためには、観光者の自主性に

任せておくだけでなく、外部からの何らかの教

育的介入が必要となる。そこで、次に観光者の

問題行為を防ぐために必要な教育の内容につい

て考えていきたい。

５．２　観光者に必要な教育内容

５．２．１　自らの行為が及ぼす影響の理解

　観光者が訪問する国や地域の文化・習慣を理

解し、現地の人々の生活や感情に配慮する必要

性を認識することは容易ではない。観光者の立

場からすれば、ただレジャーとして観光に来た

だけで、短期間しか滞在しないのに、なぜ現地

の人々の習慣を理解し、それに合わせなければ

ならないのか、また、買春やドラッグなど明ら

かに違法性のある行為を除けば、レジャーとし

て気分転換に来ているのだから、母国でかせい

だお金を使って自由に楽しんで何がいけないの

か、高額な支出を伴って来ているのだから…、

といった思いもあるだろう。

　塚本（1997）は「社会的責任をいかに観光客

が認識し、理解するか」を観光倫理の最も重要

な部分として述べているが、その前段階として

の客観的事実認識の段階が必要である。それ

は、観光者自身が、観光者の具体的行為との観

光地への影響の因果関係を正しく理解すること

である。その理解ができてはじめて、自らの社

会的責任を自覚し、自らの行動を律する必要性

を認識することができるのである。

　具体的には、自らの観光中の行為の何が問題

で、それが現地の人々の生活、文化にどのよう
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な影響を及ぼしてしまう可能性はあるのか、現

地の人々の目にはどのように映るのか、自国で

は常識的な行為であっても文化の異なる地域で

はそれが問題行為となる可能性があることなど

を知り、自らの観光行動の問題点を具体的に理

解しなければならない。この理解が欠ければ、

悪意の無い観光者が自らの行為に問題があるこ

とを知らないまま問題行為を行ってしまうこと

になる。これは、観光者が訪問する国や地域の

文化・習慣を理解し、現地の人々の生活や感情

に配慮して観光しようとする動機に関わるもの

であり、最も基礎的な理解といえる。

　この理解を促すためには、観光は観光者個人

にとって非日常的・一時的な行為であるとして

も、日々観光者が訪れる観光地にとっては、

（集合体としての）観光者の存在はまさに日常

の一部であることを認識することが重要といえ

る。観光者個人が“非日常性への甘え”から

ちょっとした問題行為を行ったとしても、現地

の人々にとっては異なる観光者によって同じ行

為が繰り返されてその影響が累積し、大きな影

響を受けることとなる。この視点に立って、自

らの行為と、現地の文化への影響や観光対象物

への被害、現地の人々の反感との因果関係を理

解する必要がある。観光者にとって、観光中は

日常生活から脱した時間であり、日常生活にお

ける勤勉さといった価値観や倫理観から解放さ

れた時間を過ごしたいという気持ちもわかる

が、現地の人々にとっては日常であることを理

解し、自らの観光態度を見直すことができれ

ば、問題行為の予防につながるであろう。

５．２．２　文化、習慣、生活水準等の理解

　自らの行為の及ぼす影響を知り、自らの観光

態度の問題点を認識すれば、おのずと訪問しよ

うとする国の文化、習慣、庶民の生活水準、金

銭感覚等を学ぶ必要性が理解できるだろう。団

体旅行であればその主催者が参加者に事前に文

化、習慣等について解説することもできるが、

基本的には観光者個人が自分の目的地に関して

自主的に学ぶことが求められる。とはいえ、文

化、習慣、生活水準などのすべてを理解するこ

とは不可能であろう。数カ国を訪れる場合はな

おさらである。最低限、政治的・宗教的な忌諱

事項、影響の大きな習慣の違い、為替レートに

より母国の通貨に換算した価格が観光者にとっ

ての価値とその現地での価値が大きく異なるこ

とを念頭に置き、主要な物の現地価格、現地の

人（例えば公務員など）のおおよその月収など

の知識を得るだけでも、それを観光時の行動の

判断基準とすることができる。また、訪問する

地域に関する理解が不十分な場合も当然想定さ

れるため、以下に示す一般的な観光倫理を学ん

でおくことが重要となる。

５．２．３　観光倫理

　観光者の問題行為の要因を踏まえれば、観光

者に現地の文化、習慣を尊重し、人々の感情や

観光対象物の保全に配慮した観光態度を形成す

るためには、訪問国の文化や習慣に関する知識

以上に、観光者が適切な観光倫理を身に付ける

ことが必要であることがわかる。具体的には次

のような内容が考えられる。

　まず第１に、観光で訪問した地域がいかに貧
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しく、または前近代的生活様式を続けていたと

しても、経済的に裕福な国に生まれた観光者が

決して彼らより人間的に優れているわけではな

いという認識を持ち、あくまで観光させても

らっているのだという謙虚さを持つことであ

る。観光者は、東南アジア地域を観光する中

で、華やかな観光地のすぐ近くであっても、近

代的な生活を送る観光者の母国では考えられな

いような簡素な家に住み、貧しい生活を送る

人々が多く存在する現状を目の当たりにするだ

ろう。そして、現地の人々よりも自分がいかに

経済的に裕福であるかを実感することになる。

その過程で、オリエンタリズム的な優越意識の

ようなものが形成され、現地の人々より上に

立った態度で接してしまうことも考えられる。

また“客”としてもてなされ、優遇されるうち

に、傲慢な態度が身についてしまう場合もある

だろう。頭では対等な関係だと理解していて

も、知らず知らずのうちにそういった態度で現

地の人々と接してしまっている可能性があるこ

とを、観光者は自覚する必要がある。そして、

訪問地の文化、経済水準等にかかわらず、友人

の家を訪問したときのように、歓迎をされつつ

も、訪問者として謙虚に振る舞うよう心がける

だけでも、意図的でない問題行為の多くを避け

ることができるだろう。

　第２に 、母国では行わないような行為を、

漠然と「旅先なら許される」と考えてしまい行

うことは単なる“非日常性への甘え”にすぎ

ず、許されるものではないことを認識する必要

がある。観光者にとって旅行中がいかに非日常

的な場面だとしても“旅の恥は掻き捨て”的発

想に倫理的根拠は無い。そして、現地の人に

とってはまさに日常の一場面であることを考慮

すれば、観光者にも母国における場合と同様の

倫理基準に基づいた行動が求められるのであ

る。また、東南アジア地域がドラッグや売春を

目的とした旅行先として広く知られ、現実に多

くの観光者がそれらを行っているとしても、こ

の国ならそれほど罪のあることではないのでは

ないか、となんとなく違法行為への敷居が低く

感じられるその思考にも当然倫理的根拠は無

い。むしろ、母国では行わないそういった行為

を許してしまう自分の心の中に、東南アジア地

域が先進国の植民地であったという歴史、経済

的格差のある現在の状態を反映した優越感や偏

見のようなものが潜んでいる可能性があること

を自覚する必要がある。また、旅先では自らの

判断力が鈍り、浮ついた状態になりやすいとい

う自覚を促す必要もあるだろう。

　第３に、訪問国では自国の慣習、常識と大き

く異なっている可能性があることを十分認識

し、現地の人々の行動を観察し、見習い、合わ

せ、その行動パターンを尊重しようとする姿勢

が大切である。前に述べたとおり、事前に現地

の文化を理解しておくことは必要であるがそれ

には限度がある。これは、文化の理解が不十分

な場合に行動する際の指針となる。特に観光者

にとって問題行為としての認識が無い行為で不

本意に現地の人々を不快にさせてしまっていた

ら、双方にとってマイナスである。観光客はた

だでさえ外国人として目立つ存在であり、さら

に現地の風習から過度に逸脱した行動をとるこ

とにより現地の人々の感情を害することが無い
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ように行動しようとする姿勢が重要である。

　観光者に求められる観光倫理については以上

がすべてではなく、今後いっそう様々な事例に

基づき検討していくことが必要であろう。そし

て、観光対象となる文化財や自然を大切にし、

現地の人々の文化や習慣、生活および感情など

に配慮した観光態度を身に付けることが求めら

れる。

₆．おわりに

　観光振興を考える際には、観光者を迎えいれ

るためのインフラ整備や観光資源開発、ツアー

企画やマーケティングなどに関心が集まりがち

である。そういった中で、本稿では、観光振興

を進める上では、観光者と現地の人々との良好

な関係に担保された観光者が自由に行動できる

安全な観光環境を構築することが不可欠である

ことを強調してきた。

　では、それは誰が中心となって行うべきだろ

うか。観光産業が発展すればその国や地域への

経済効果等が期待されることもあり、観光開発

は主に利益を得る国や地域が中心になって進め

られる。観光者と現地の人々の良好な関係を築

くことも、観光振興に向けた観光環境整備の一

環と捉えれば、ホスト国が中心となって行うも

のと考えることもできる。例えば、2008年の北

京オリンピックを前に中国は、世界各国からの

観光客を受け入れるにあたって、外国人観光客

とのトラブルを防止し、彼らが中国に対して好

印象を持つように、北京市民にマナー改善を呼

びかけている。例えば、列の横入り、道につば

を吐く行為といった日常的な振る舞いから、初

対面の人に年齢や既婚か未婚か、その他プライ

ベートな内容を聞くことは中国人同士では一般

的であっても外国人は不快に感じる可能性があ

るから避けるべきであることまで、外国人観光

者の視点から市民の意識改革に取り組んだので

ある。この例は、オリンピックという一時的な

イベントに向けた取り組みであり、また近代国

家としての姿を世界に示すことが真の目的で

あったとしても、ホスト国側が、観光関連事業

者だけでなく、一般市民に対しても観光者と接

する際のマナー改善に向けた啓発を行った事例

として注目すべきものである。また、観光者と

接する際の振る舞いについては、ホスピタリ

ティの視点から観光関係者や地元住民に指導さ

れる場合もある。

　しかし、観光者と現地の人々との関係を悪化

させる要因が、現地の人々の行為ではなく、観

光者側の行為にある場合が多く存在すること

は、本稿で取り上げた事例だけでも明らかであ

る。したがって、ホスト国側の取り組みだけで

は観光者と現地の人々との良好な関係を構築す

ることは難しく、観光振興と観光者の増加によ

る悪影響はホスト国にとってジレンマとして存

在し続けることになる。また、観光産業の発展

はその地域への経済的利益が期待されるとはい

え、実際には多国籍企業によりその利益の多く

が観光者送出国に還流しているという指摘も多

くなされている（詳しくは、橋本1999）。それ

に、「観光」という行為から生じる利益は観光

地への経済的利益だけではない。橋本（2002）

が「自然を志向する観光」から観光者が得る心

理的な効果を具体的に挙げているように、観光
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者は、「観光」という行為から何らかの利益を

得ているのである。その利益があるからこそ、

高額な費用を支払って観光へと出かけるのであ

る。したがって、経済的利益が期待されるが故

にホスト国側が観光者と現地の人々との良好関

係を維持し、安全な観光環境の構築に向けた取

り組みを行うべきだという論理は根拠に欠け

る。現地の人々が自国の観光者に反感をもち、

安全な観光環境が阻害されれば、観光振興に悪

影響を与えるだけでなく、観光者が観光から得

る利益を失うことにもつながるのである。した

がって、観光者送出国には、観光対象となる地

域に住む人々に配慮すべきという道徳的見地か

らは当然であるが、自国の観光者が観光から得

る利益を守るという視点からも、安全な観光環

境の構築に向けた取り組みを行うことが求めら

れる。そのためになすべきことの一つが、自国

の観光者が観光対象物を傷めたり、観光地の

人々の生活や感情を害したりするような問題行

為を防ぐための対策を講じることだと考える。

　もちろん、問題行為を起こす責任は第一にそ

の行為を行った個人にある。そのため、観光者

の問題行為は、観光者個人の道徳的問題とみな

され、観光者送出国は、国として観光者の問題

行為に対して積極的な対策を講じて来なかっ

た。しかし、上記の視点に立てば、自国の観光

者による問題行為を防ぐことは観光者送出国の

義務だといえる。日本人観光者による東南アジ

ア地域での買春が広く行われ問題になった時、

自国の観光者のそういった行為を防止する取り

組みを国としてより積極的になすべきではな

かったか。今からでも遅くはない。観光者の観

光倫理形成に向けて取り組み、問題行為の予防

に努めることが必要であろう。そのために必要

な観光者への教育内容のうち、自らの行為が及

ぼす影響の理解や観光倫理に関する事項は、訪

問国の文化・習慣等を学ぶことと異なり、国ご

とに特有なものではなく、どの国を訪れる観光

者の場合でも理解しておく必要がある内容であ

る。現在、国際理解や異文化理解に関する教育

の必要性が叫ばれているが、観光は、まさに多

くの人が実際に異文化に触れる機会なのであ

る。したがって、国際理解、異文化理解教育の

一環として、できるだけ多くの人に観光者とし

て他の国、地域を訪れた際の問題行為防止に向

けた教育を行うことが観光者送出国には求めら

れるのである。
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１．研究の目的と背景

　本研究の目的は、観光主体である観光者に焦

点をあて、その行動プロセスの中で行われる

「社交」、そして、その社交の過程で創造され

る「経験」について考察することである。

　観光者の満足は一連の行動プロセスで行われ

る「消費」によるものだけで形成されるのでは

ない。「観光は日常生活に『幸せ』と『思い

出』を持ち帰ることを目的として行動を行うも

のであり、人間らしさや正義をより高潔なもの

にするための五感を発達させることを促進す

る」１）（Krippendolf, 1987）という論理に基づい

て、観光行動を「社交」としてとらえると共

に、社交によるさまざまな出会いから得る「経

験」を説明したいと考える。

　これまでの観光研究は主として、経営学視点

からの「観光ビジネス」、地域政策論としての

「地域づくり」や「まちづくり」、近年では環

境保全という視点から「エコ・ツーリズム」と

いう学術的研究がなされてきた。観光主体であ

る観光者の観光行動に対する商品の提供や支

援、情報提供を行う観光媒介、また、観光者を

迎え入れるための空間づくりを行ってきた観光

客体としての地域や観光施設についての研究が

盛んに行われている。

　しかしながら一方では、観光主体である観光

者の「旅の行動プロセスにおける価値」に対す

る研究は未熟であり、一般的な消費者行動の一

部としてしかとらえられていないのが現状であ

る。モノの消費ではその物的価値が、またサー

ビス消費ではその利便性価値が消費者満足を向

上させる。旅の行動においては「モノ」も

「サービス」も消費するが、観光者の一連の行

動において真の価値を形成するのは行動プロセ

スにおける出会いによる「社交」、社交から生

じる体験や学習といったことから得る「経験」

であると考えるのである。

　観光者を受け入れる観光事業者や地域社会で

は、観光者の支援行動としてのモノやサービス

の提供に重点を置いてきた。しかし、観光現象

の創造や新たな観光の位置づけを考えようとす

るとき、観光行動のプロセスにおける「社交」

や「経験」から得る社会的・文化的生活の創造

という側面からのアプローチも欠かせない。

観光行動プロセスにおける「社交」と「経験」

乾　　弘幸

二　席

１）�J. Krippendolf（1987）The Holiday Makers : Understanding the impact of leisure and travel, MA: Butterworth-
Heinemann. p.xiv-xxii, 62-67.
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₂．観光者の行動プロセスにおける「消費」

　観光者の行動プロセスでは極めて多岐にわた

る消費行動が伴う。いわゆる「旅」の準備段階

から意思決定、移動、滞在、事後にいたるまで

の消費行動は多くの産業に関わる「モノ消費」

「サービス消費」が行われ、主たる観光産業及

び観光関連産業、観光地における地域産業など

がそれを担っている。

　そもそも、人々が旅をしたいと考える背景は

以下の要因があると考えられる。第一に、日常

生活のストレスの解消を目的として生活空間か

ら離脱したいという「生活的背景」である。日

常生活空間から離脱することによって心身をリ

フレッシュし、明日への活力を見い出したいと

いう欲求から生まれ出る。第二に、その欲求を

満たすための「条件適応的背景」である。経済

的、時間的、身体的な適応条件がそろってはじ

めて旅の実行への意思決定が行われる。第三

に、その意思決定を可能にするさまざまな「支

援的背景」が整っていることである。意思決定

する上での観光メディア情報、購買過程が整備

されており、行動そのものを可能にする機能が

存在していること、そして何よりも、その地を

訪れるに値する魅力が備わっていることなどが

挙げられる。

　このような背景をもとに、人々の旅への志向

が喚起され、意思決定が行われると共に、さま

ざまな地域や観光産業、観光関連産業が観光者

の旅の行動を支援するための機能を発揮してい

る。旅の行動における消費はその範囲性や多様

性が極めて広いために、社会における観光現象

が大きな経済効果をもたらすとされ、地域や観

光産業における戦略としての観光商品が開発さ

れてきた。地域や観光産業にとっては、その

地、その施設の魅力を創造し、集客し、観光商

品を提供することによって観光者の満足を引き

出すことが地域や企業ブランドを向上させるこ

とになっている。また、旅をする人々にとって

は、日常生活空間では手に入らないさまざまな

「商品」を消費することによって得る「満足」

を獲得することになる。つまり、人々の旅にお

ける「消費による満足価値」が生まれる。

　近年においては、観光者の支援行動として企

業が集客のための多様な戦略を展開している。

旅行代理店が販売するパッケージ・ツアーなど

もさまざまなバリエーションが存在し、観光者

の多様なニーズに対応している。例えば、団塊

世代の大量退職による中高年齢層の観光者に焦

点を合わせ、移動時の乗り物の席を上級クラス

にしたり、宿泊するホテルをラグジュアリーク

ラスにした「ちょっと贅沢なツアー」であった

り、若者向けに従来の団体ツアーのイメージを

払拭させるために移動と宿泊だけをツアーに組

み込み、自由行動の時間を多く設定した「フ

リープラン型ツアー」などを提供している。ホ

テルや旅館といった宿泊業においても、単に宿

泊するというだけでなく、近辺の観光地への案

内オプショナル・ツアーや食事の選択、女性向

けの美容・健康関連の商品を組み合わせた宿泊

プランを打ち出している。さらには、移動手段

である航空機、鉄道、バスなどの交通業も上質

でゆとりのある座席を開発し、快適性の向上を

図っている。観光地では地域住民や地域の産業

が協力して「まちおこし」のための名物商品づ
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くり、祭りイベントの開催、ユニバーサル・デ

ザインを取り入れた観光地づくりなどに取り組

んでいる。これらの行動は、観光者に対しての

「魅力づくり」「利便性・快適性の向上」「選択

肢の増加」に従っている。

　しかしながら、これらの「商品」はその内容

が進化しているだけで、従来のマス・ツーリズ

ムの本質と何ら変わっていないと言える。なぜ

ならば、提供者が用意した旅行商品を観光者が

購入するという「提供→消費」という構図に変

わりなく、言い換えれば、商品の改善・改良に

よって「消費対象が変化した」「選択消費が可

能になった」だけである。

　本来の「観光の本質」をふり返ってみれば、

観光の語源であると言われる『易経』の「観国

之光、利用于王」から解釈すると「国（地域）

の文化や風俗、制度などに触れる」ことであ

り、また、現代的な解釈においても「楽しむこ

とを目的とした旅」ということである。観光者

が対象とする消費を本質とした「旅」は「消費

観光」にすぎない。Urry（1995）の言う「観

光は場所の消費」２）という論理に一致してい

る。観光の本質を説いた多くの先駆的研究

（R.Glücksmann, W.Hunziker, C.Kasparなど）

における「観光地に滞在している人とその土地

の人々との間の諸関係や諸現象の総体」「生活

の変化に対する欲求において、気晴らし、休

息、未知の局面に遭遇することによって経験や

学習を得る」という論理に立ち返ってみる必要

があるだろう。

₃．「社交」としての観光

　大型連休や休暇を利用して旅をした人に、

「今回の旅行はどうでしたか？」と問えば、

「宿泊した旅館の雰囲気も良くて、サービスも

良かった」「郷土料理を食べてきたが、食材も

新鮮で家では食べることができないご馳走だっ

た」「○○航空を利用したが、座席も広かった

し、客室乗務員の接客も良かった」、このよう

な回答を聞くことが多い。しかし、「旅先でい

ろいろな人と出会って、いろいろと旅の情報を

得たから次は○○に行ってみようと思う」「ぶ

らりと立ち寄った田舎町で、地場にずっと住ん

でいる人から都会にはない風習を知って勉強に

なった」「旅の途中でちょっとしたトラブルが

あったが、親切な人に助けてもらった」といっ

たことを聞くことは前者と比較して少ない。前

者の回答の背景には、現代の「消費観光」が象

徴的に表れている。「商品提供者⇒消費者」の

関係にある。商品は「代用」が可能なのであ

る。旅館も料理も、航空機も選択肢がたくさん

用意されていると同時に、価格に見合った商品

はおおむね同質的なものが提供されているし、

新しく開発された商品は続々と世に出ている。

「以前に宿泊したホテルも良かったが、新しく

できた外資系ホテルはもっと素晴らしかった」

というようにである。人々はより新しいもの、

より質の高いものを求めて浮遊しているのであ

る。本稿では、この消費観光を否定するつもり

はない。たしかに、観光という現象にとって消

費による経済的効果は不可欠であるし、観光者

２）Urry（1995）Consuming Places, London: Routledge.
　　（J. Urry著、吉原直樹・大澤善信監訳『場所を消費する』p.211-249, 法政大学出版局、2003年）
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にとっての観光商品は旅そのものを象徴するア

イテムでもあるからだ。しかし、「消費」が前

面に出てしまって、観光が持つ本質的な魅力と

いうものを見失ってしまっているように思える

のである。

　一方、後者のような回答の場合その体験の代

用はできない。その地、その人、その時という

限定的なものである。いわば「ホスト⇔ゲス

ト」の関係にあり、相互作用の結果としての

「出来事」である。これは出会いによる「社

交」によって構成されている。

（１）社交のとらえ方

　社交のとらえ方はいろいろあるが、一般的な

解釈として直感的に理解できるのは「社会にお

ける『つきあい』」ということであろう。友

人、知人、近隣の人々との関わりとしての行動

である。それは日常的生活圏で繰り広げられる

社会的行動であり、人が社会で生きていく上で

必要不可欠な欲求３）のひとつでもある。

　社交に関する研究で極めて有意義な示唆を与

えてくれるのはドイツの社会学者Simmelであ

る。Simmelは、まず社会そのものは一般的に

諸個人のあいだの相互作用を意味し、その相互

作用はつねに一定の衝動からか、もしくは一定

の目的のために生じるとしている。

　この目的が作用４）することにより人間は他者

たちと集合し「社会」を構成させているとい

う。Simmelはこれを「社会化作用」と論理づ

けたうえで、その社会化作用の中で生じた人間

のさまざまな活動を社交であるとした（山崎、

2003）。また、Simmelは社交を「社会的遊戯」

としての概念でとらえている。人が集まること

自体を遊戯の形で行うとし、純粋で透明な、興

味を引く形式の相互作用であり、平等者の相互

作用であるとしている。すべての人間が平等で

あるかのように、そして同時に人が各人をとく

に尊敬するかのように行うことで社交は遊戯で

あると説明する。

　つまり、社交の本質は、個人の客観的な立場

（地位や名声、能力など）を排除し、平等化さ

れた立場においての社交的価値５）の相互交換と

してとらえることができるであろう。

（２）�「日常的社交」と「非日常的（観光的）

社交」

　本研究で述べる「社交」においては、「日常

的社交」と「非日常的（観光的）社交」とを明

確に区別しておく必要がある。なぜならば、こ

の両者における社交の性質は、その行動形式か

３）�A.Maslowの「欲求階層説」においても、人間の欲求階層のなかに社会への所属、社会での承認の欲求が唱えられ
ている。

４）�ジンメルによれば、「目的が作用する」とは、他者たちへ作用を及ぼし、他者たちから作用を受けるということを
意味する。知性や意思や構成本能や感情の興奮などの力によって、世間からえられる素材に加工し、生活の諸目的
のために生活の諸要素に一定の形式をあたえ、この形式において生活の素材を生活の諸要素として操作し利用する    
ことになるとしている。

　　（G.Simmel著・居安　正訳『社会学の根本問題（個人と社会）』p.58-60, 世界思想社、2004年。）
５）�ジンメルは社交的価値を「喜び、気晴らし、生き生きした気分」と説明している。
   　（G.Simmel著・居安　正訳『社会学の根本問題（個人と社会）』p.66-71, 世界思想社、2004年。）
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ら基本的に違いがあると考えるからである。

　日常的社交は、日々の生活空間における社交

であり、対象や範囲がある程度固定化されてい

る。つまり、近隣世帯の人々、友人、職場と

いった自身の生活圏内においてつきあう特定の

人々が中心となり、日常生活での継続的な社交

が主となる。

　一方、非日常的（観光的）社交は、生活圏を

離れて行う（ここでは観光行動）ということか

ら、その社交の対象は固定的ではなく非常に広

い範囲となる。まったく初めての「出会い」に

よって社交が行われる一時的なものであること

が多く、その範囲も観光行動そのものが広い範

囲に及ぶがゆえに、社交の対象となる人や場面

も日常的社交とは違ったものになってくる。

　では、日常的社交と非日常的（観光的）社交

における行動形式の違いとは何であろうか。日

常的社交においては、あくまでも日常生活を取

り巻く環境の中での相互作用の交換としてとら

えることができる。したがって、その行動形式

は基本的にお互いに、あるいは一方のことを周

知しているか、すでに何らかの情報を得た状態

での社交となる。しかし、非日常的（観光的）

社交では、お互いが初対面の場合が多く、前者

のような事前的な認知や情報が得られていない

ことが多い。社交段階での完全な対等的状況で

の行為というのが特徴的にでることが前者との

相異点であるといえる。

　本研究では観光者の社交に主眼を置いている

ため、非日常的な場所、時間、状況という点か

ら観光行動プロセスにおける非日常的（観光

的）社交について考えてみる。

（３）「社交」としての観光

　観光行動プロセスにおける社交は「人々との

出会い」によって成立する。観光者がその地に

訪れるプロセスの中で出逢った人々の社交は、

その行動プロセスの複合性からも対象となる範

囲も社交の形式も多様である。旅の過程で出

会った人々、訪れた先で出会った人々との間で

行われる儀礼や会話を基点に社交という行為が

行われる。この社交という行為の中には相互に

共通した意識や目的が存在する。それは、「新

たな何かを求める出会い」であり、「出会いに

よ る 自 分 自 身 の 変 化 へ の 期 待 」 で あ る 。

Simmelの論理に従えば、これらの共通した意

識や目的が相互に作用することによって観光の

社会化作用が成立する。そして、その社交に

よって生み出された「喜び、気晴らし、生き生

きした気分」が相互的な価値として交換される

ということであろう。これを「観光の社交価

値」と呼ぶことにしよう。

　訪れた観光地の地域住民との会話やその地の

日常的社交

未　　知
行動プロセスでの出逢い

観光行動範囲
一 時 的

認　　知
固 定 的
生活圏内
継 続 的

相互の状況
対　　　象
範　　　囲
期　　　間

非日常的（観光的）社交

＝　表－１　日常的社交と非日常的（観光的）社交の行動形式の比較　＝
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６）�株式会社東京放送（TBS）が放映している「世界ウルルン滞在記」という番組では、タレントがさまざまな国を
訪れ、その地に一定期間滞在することによって生活を体験する。その内容は、現地での生活様式、労働、制度、
食事に至るまでのすべてを体験するというものである。狩猟をしたり、道をつくったり、井戸を掘ったりといった
現地の生活に入り込み、その地に暮らす人々と交流することで今までの価値観が崩されてしまったり、新たな生活
指針を得たりする過程を追うドキュメンタリーである。この番組は旅番組であるが、訪れた地の人々との「社交」
によって新たなる認識や発見という新たなる生活の価値観を得るという点において観光の本質というものを如実に
語っていると言える。（2008年９月14日放送終了）

文化や歴史、風土・習慣に培われた生活や活動

などを実際に知ったり、体験したりすることで

日常生活環境にはない出会いや発見が生まれ、

観光者の意識や生活文化をより豊かなものにす

ることであろう。さらには、観光者同士の社交

もある。たまたまツアーで一緒になった人々と

の社交は、その旅自体をさらに楽しいものに

し、その後の継続的な交流が生じることもあ

る。「旅は道連れ」という格言が示すように、

同じ意識と目的を共有してひとつの世界観を創

りあげているからである。地域住民や旅で出

会った人々との間に生ずる相互作用としての社

交が創りあげられるのである。

　これらの出会いやふれあいにおいては、観光

者とそれに関わる人々との間にはある種の「礼

儀」や「作法」をわきまえるという意識が無意

識のうちに存在している。観光地の地域住民は

その地が日常的生活空間であり、観光者はその

地の人々の生活空間に足を踏み入れるわけであ

るから「おじゃまする」という意識がはたら

く。地域住民は観光者を受け入れることにより

自分たちの生活空間に足を踏み入れられること

になるが、観光者の関連消費によって経済的・

社会的に地域活性化を促進すると共に、観光地

としてのブランドが向上すればなおさら生活環

境に豊かさが増すことになるから「楽しんで

いってもらおう」「思い出深い旅にしてもらお

う」という意識がはたらくことが必要であろ

う。あるいは国内旅行者に限らず、外国人旅行

者の場合などは言葉の壁を乗り越えて、さまざ

まな形でのコミュニケーションで未知の文化６）

にふれ、国際的な交流の始まりとなることもあ

るだろう。この両者間で「おじゃまする⇔もて

なす」という相互の意識や目的が共有され、相

互的に作用することによって「社交」となりう

るのである。観光者が「旅の恥はかきすて」的

な意識であったとすれば、ゴミ捨て、不法駐

車、渋滞、不法行為などの観光のマイナス・イ

ンパクトを増加させ、住環境や治安の悪化をま

ねくことになり、受け入れ側の意識や感情が否

定的にはたらくことによって「社交」が生まれ

ることはないであろう。

　社交は、「共通した意識や目的が相互に作用

することによる価値交換」と「礼儀と作法をわ

きまえた行動」という二つの性格を持ち合わせ

ている。この「礼儀と作法をわきまえた行動」

ということについて、山崎（2003）は「社交の

なかで人々は互いに中間的な距離を保ち、いわ

ば『付かず離れず』の関係を維持することが期

待されている」と説明し、「社交の場にはつね

に客と主人、相客どうしといった役割の意識が

あって、人々はそれを暗黙のうちに了解して行
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動することが求められ、それぞれの『役割を演

じる人』となって出会う」としている。社交と

いう場においては、両者が「適度の緊張」を保

ちつつ７）その形式を維持しているのである。

　観光における社交は、第一に、その行動プロ

セスにおける出会いによって生じる社交上の相

互的な作用による肯定的な感情の交換という側

面がある。人々との出会いによって社交が成立

し、観光者にとっては旅そのものが楽しいもの

になったり、出会った人々と親交を深めること

によって「自分が旅をしている実感を味わう」

ことである。また、その社交の対象となる人々

にとっては、それぞれの立場での役割を果たす

ことによって生じる喜びや達成感が生まれる。

第二に、社交によって事後的に起こる生活観の

変化や未知の文化、制度などにふれることによ

る新たなる価値観の獲得という側面である。訪

れた地での社交によるさまざまな価値観の獲得

によって、日常生活に戻った後に自身の生活に

肯定的な影響や変化を誘発し、意識の変化や活

力をもたらす。また、新たな生活文化創造の基

点ともなる。例えば、農村観光などでは、その

農作業などの生活体験をしたり、農村の人々と

の社交によって得られる食物に対する認識や農

村・農業を維持するための自然環境に対する意

識が変化するといったことがあるだろう。ま

た、農村の人々にとっても自分たちの日々の努

力や苦労を身をもって認識してもらえたとい

う、相互間に発生する理解によって新たな生活

文化を創り出すきっかけとなる。

　観光における社交価値は、観光の本質的な意

味を実体化させるだけでなく、社交による相互

的作用の交換からの価値創造という営みである

と言えるだろう。

₄．「経験」としての観光

　前節までは、これまでの「消費観光」から

「社交」としての観光に着目し、観光の本質を

示す価値について考察を行ってきた。ただし、

社交はあくまでも人々の出会いの「行動形式」

であり、社交から得る価値は何かということに

ついての議論が必要である。本節では、社交の

中から生まれ出る「経験」という価値の側面を

取り上げることにする。

（１）経験のとらえ方

　われわれは「経験」という言葉について、

「いい経験をした」とか「経験がものをいう」

といった使い方をしている。一般的には「人間

が外界との相互作用の過程を意識化し、自分の

ものとすること」であり、「感覚・知覚から始

まって、道徳的行為や知的活動までを含む体験

の自覚されたもの」（広辞苑第５版）と解釈す

る。

　経験は感覚や知覚と深く関わっている。現象

学的考察によれば、「感覚はすべての知覚に先

７）�最も典型的なのは、社交の場でドレス・コードなどが定められている場合である。大型客船のクルーズ・ツアーな
どでは、夕食にはフォーマルな服装での出席が要求されていて、「適度の緊張」を保つことで社交の「場」を参加
者で共有している。

　　�　なお、「適度の緊張」については、山崎正和『社交する人間　ホモ・ソシアビリス』中央公論新社、p.23-28, 2003
年　に詳しい。
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行する知覚成立の必要条件であり、知覚は認識

主観から発する解釈や意味が感覚につけ加えら

れたもの（貫, 2003）」とされる。すなわちここ

では、人がその対象となる現象において五感で

感じるとる心的現象を「感覚」、そして人が認

識した心的現象を自身の価値観に基づいて解釈

や意味づけをおこなったときに「知覚」になる

と解釈すれば、「経験」は知覚によって構成さ

れた知識なり印象を相互作用の成果として自分

の中に取り込むことであると解釈できる。人は

経験によって知識を得て、自身の人生を築いて

ゆく８）。人間が出会う現象において、その現象

との相互作用としての経験が、社会で生きるう

えでの価値を形成すると言える。

　また、Schmitt（1999）は、ある刺激（出来

事を観察したり、参加したりの結果として生じ

る）に対して発生する個人的な出来事を「経験

価値」であるとし、自発的に生み出されるもの

ではなく、誘発されるものであると定義づける

とともに、満足の概念は結果志向であるが、経

験価値はプロセス志向であり、行動の一部を構

成するあらゆる出来事や行動すべてに焦点があ

るとする。観光という視点に立てば、いい旅

だったという結果ではなく、その旅のすべての

行動プロセスに焦点が向けられ、それぞれの場

面（出会いや社交など）においていかなる経験

を得たかということが旅の経験価値を決定する

ということになる。

（２）「経験」の対象

　観光はその行動プロセスが複合的かつ多様で

あるため、経験の対象となるものは多い。あえ

て言うならば、消費に関わる経験と社交に関わ

る経験の２つに分けることができるだろう。消

費に関わる経験は、観光に関わる商品を購入す

るプロセスにおいての経験、すなわちモノや

サービスの消費における購買プロセスに関わる

経験である。レストランで食事をした時に感じ

る豪華な空間や雰囲気、新鮮な食材を使った美

味しい料理、適切で心配りのある従業員の応対

などがこれにあたる。これらの経験は商品の対

価価値としての「満足」（場合によっては「不

満足」）と関連している。購買プロセスにおい

て経験する一連の商品（モノやサービス）との

出会いによって起こる。しかし、この消費に関

わる経験は先に述べたように従来型の「消費観

光」の域を脱しない。あくまでも「満足（不満

足）な購買をした」という経験にすぎない。

　一方、社交に関わる経験は、旅のプロセスに

おいてさまざまな人々との出会いの中で起こる

社交から形成される。「個人の客観的な立場

（地位や名声、能力など）を排除し、平等化さ

れた立場」での相互作用から生まれる経験であ

る。この経験は人と人との関係から生まれるこ

とは言うまでもなく、非商品的であるという前

提のもとに成立する。すなわち、満足という結

果としての価値ではなく、旅のプロセスにおけ

る社交を通じて自身のものの見方や考え方に新

たな視座を与えたり、その後の人生に影響や変

８）�ジョン・ロック（John Locke）による経験主義からの解釈で、人間の知識は経験によって積み重ねられているとい
う考え方。
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化を与えたり、生活文化を変えたりするような

経験である。社交上からの双方向的な学習、理

解、感情の交換、共感などからの経験であると

言える。

（３）「経験」としての観光

　須藤（2008）は、観光という現象は、人々に

共有されている時間や空間が文化的に分節化さ

れることの「効果」によるものであり、観光者

とホスト（観光業者と地元住民）の儀礼的実践

によって作り出される混合的な何ものかである

と述べている。この「儀礼的実践」が「社交」

であり、「混合的な何ものか」が「経験」であ

ると説明すれば観光の本質が見えてくる。観光

者とホストとの間の社交は、会話という相互行

為によって開始される。会話は相互間における

メッセージの伝達である。観光者にとっては

「旅をしている」という立場で、ホストは「旅

をしている人を迎える」という立場で相互的な

メッセージが交換される。すなわち、社交の開

始要件である会話が成立した段階で、話の主題

および意図を相互的に理解しようと努力するこ

とになる。この主題や意図に沿って会話が進め

られるにつれ、相互間で「他者性の受け入

れ」９）が行われる。他者を受け入れることに

よって社交が本格化し、相互的に交換される

「何ものか」が生まれる。「何ものか」は相互

的に交換された「他人の文化」であり、それら

の総括的な経験から得る「文化的価値」である

と言える。

　観光は非日常的空間を志向するものであるが

ゆえに、日常的な領域から脱却した未知なるも

の、未知なること、未知なる人との出会いによ

る刺激を受けることを期待している。何かを見

つける、何かを学ぶ、何かを意識する、何かを

変える、何かを受け入れるといった経験を期待

して人は観光という行動を起こす。さまざまな

出会いによって他者から誘発された経験は、い

ずれ自己の生活の中に新たな文化として取り入

れ、より感情的に、実質的に豊かな生活の営み

へとつながることを期待しての行動である。観

光行動とは基本的に、日常生活における豊かな

文化的生活を達成するために非日常的空間での

「肯定的」「感動的」「共感的」な経験を求め

て行動することであろう。さらに、観光行動は

経験の集合体であり、ひとつの経験もしくは総

括的な経験の評価が観光者の経験価値を決定す

る。

９）�ここでいう「他者性」とは、会話の中で起こる表現によって示されたそれぞれの現在の立場、行動様式、他者が置
かれている環境、意思、文化的な背景といったものである。

人との接点

＝　図－１　観光者の経験　＝

成果としての相互作用

経　験

参加・体験

相互関係の構築
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　次に、観光者を受け入れるホスト側としての

人々の経験というものを考えてみる。観光は

「住んでよし、訪れてよし」と言われることか

らも、その地に住む人々にとっても自分たちの

住環境や文化を守り、発展させていく必要があ

る。観光者を受け入れることにより、地域や国

の経済的・社会的・文化的効果を得て発展的・

持続的な成長を目指す。そのためにホスト側

は、例えば環境整備であったり、施設使用の利

便性向上といったさまざまな努力を行う。しか

し、ホスト側の努力だけで解決するのではな

く、観光者との共生、共創が求められる。観光

者が「訪れてよし」とするために、ホスト側が

「住んでよし」とするために、相互的な作用が

働かなければならない。その相互的な作用こそ

が「社交」であり、その中からホスト側の経験

も生まれることになる。観光者との社交によ

り、迎える体制をどうすべきか、もてなすとい

う行為の在り方とはどのようなものか、という

ような経験的法則の中から観光者との関係性の

維持や発展というものを見いだしていくことが

できるであろう。Urry（1995）が説いた「観

光は場所の消費」という概念から「観光は場所

の創成」、そして「観光者との場所の共存」と

いう概念へと移り変わる時代へと来ているので

はないだろうか。

　1982年、JRが「青春18きっぷ」の前身にあ

たる「青春18のびのびきっぷ」の発売を開始し

た。文字どおり、「青春18」と名付けられてい

るように、発売当初は青少年を対象として発売

された乗車券であった。時間はあるが、経済的

余裕のない学生には格安に全国を旅することが

できる乗車券であったにちがいない。しかし、

現在では全体の販売数の約４割が中高年層であ

るという。また、この４割の中にはいわゆる

「団塊世代」の人たちも多く含まれている。以

下、表－２に示しているのは、宣伝用のポス

ターに使われたキャッチ・コピーである。JR

は鉄道業であり、列車利用を促進するためのポ

スターであるが、このキャッチ・コピーには

「乗車」を促進するための言葉は使われていな

い。「旅での経験」や「旅での出会い」など、

旅の本質を想起させる文言となっている。

　このキャッチ・コピーが表現するのは、企業

として「商品」そのものを訴求するのではな

く、旅のプロセスにおける出会いや経験という

「出来事」を提案している。『「旅」とはこの

ようなものである』という強烈なメッセージで

＝　図－2　ホスト側の経験　＝

観光者との関係性

場の創成・共存

経　験観光者との接点

観光者による理解・認知
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はなかろうか。

₅．結びとして

　近年では、社会における「人とのつながり」

が希薄化している傾向にある。社会問題となっ

ている多種の事件においては、会話の少なさや

人との関わり方という一因が大きく影響してい

るとも考えられる。また、集合住宅を好む人が

増加していることから、近所づきあいも昔のよ

うな「向こう三軒両隣」的なことも少なくな

り、会話や社交に対する意識も薄れていきつつ

ある。人々が観光に非日常を求める背景には、

観光行動の中にこういった人との会話や社交と

いうものを求めているのかもしれない。

　本研究では、社交と経験に焦点を当て、観光

の本質をふりかえる議論を展開してきた。社会

における人間の営みは、人との相互作用によっ

て成り立っている。国も地域も住民も、そして

友人や家族、企業組織もすべて人間同士の関わ

りから発生しており、その相互作用が社会とい

うものを創りあげている。観光という現象も基

本的に人との関わりによって成立している。し

かし、これまでの観光に関する研究は「場所」

や「モノ」を対象としたものが中心となってい

「この街で育ったら、どんな私になってただろう」
「思わず降りてしまう、という経験をしたことがありますか」
「自分の部屋で、人生なんて考えられるか？」
「ゆっくり行くから、見えてくるもの」
「旅は、真っ白な画用紙だ」
「通過しない。立ち止まって記憶する。そんな旅です」
「『早く着くこと』よりも、大切にしたいことのある人に」
「なんでだろう、涙が出た」
「E=(Km)2－旅の楽しさ（Enjoy）は、距離の二乗に比例する」
「この旅が終わると、次の私が始まる」
「この街とヒミツをつくる。／線路の先の物語」
「ふらりと降りた小さな小さな駅には、物語の気配がありました」
「青春18きっぷが教えてくれた。心の渇きには、旅がある」
「線路の先にある町。／知らない町へ」
「何かを待ちつづけていた、18の夏」

「出会い」なんてコトバ、古くさいと思ってた。
「出会うためには、出かけなきゃ」
「出会いに、年齢制限はありません」
「きっと、私に似ている人がいる／君を知る旅」
「おしゃべりはつづくよどこまでも」
「あれ、自分が人見知りだってコト、忘れてた／線路の先の物語」
「朝から100回目のコンニチワです」
「Ｉ＝ｔ人2－旅の印象（Impression）は、時間（time）と出会った人々と比例する」
「列車を降りた私たちを待っていたのは、海のおじさん、おばさん、ウミガメ、ナマモノだった」

＝　表－2「青春18キップ販促ポスターのキャッチ・コピー」　＝

［出所］「青春18きっぷ・ギャラリー」
　　　　http://www.satou3.com/railways/18kippu2.html（2008. 9. 13）より抽出し作表した。

出
会
い
・
社
交

経　
　
　
　
　
　
　

験
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た傾向が見られ、人間の相互作用としての活動

という視点が欠落していた感は否めない。

　観光現象が消費によって成り立っていること

は否定しない。しかし、観光における消費は、

観光者にとっては一時的な活動である。言い換

えれば、観光者は消費をするために観光するの

ではない。本来の目的である「出会い」や「発

見」を実現し、非日常的空間で得たこと（社交

や経験）を日常的生活空間へと持ち帰り、生き

方や考え方、豊かさや幸福感を価値として得る

ために観光行動を起こすのである。したがっ

て、社交としての観光、経験としての観光に焦

点をあてることは、これまでのマス・ツーリズ

ムに支えられてきた観光現象から本来の観光の

姿に回帰するための一考察となることを願って

いる。

　本研究ではふれることができなかったが、

観光者と受け入れる側において社交が行われ

る「出会い」や「場」、そして「もてなし

（Hospital ity）」についても、社交を成立さ

せ、経験を構成する重要な要素であることか

ら、今後の研究対象として欠かすことができな

いと考える。特にもてなし（Hospitality）に関

する議論は、近年においては学術的な議論も活

発になってきている。今後の研究課題とした

い。
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要　約

　バブル経済崩壊後1990年代以降の日本社会に

おいて、不況の恒常化と少子高齢化、晩婚化・

非婚化の影響などにより様々な事象が変化をみ

せているが、若者の「海外旅行離れ」が、1990

年代中半以降急激に進行している状況について

関連業界を中心に憂慮されている。日本人全体

として「海外旅行離れ」がみられているわけで

はないものの、若者が海外旅行に興味と関心を

向けなくなることは、関連業界としては人口減

少による市場縮小を超えた将来に対する深刻さ

を抱えているため原因の究明と対策が求められ

ている。

　本稿では、日本の若者における「海外旅行離

れ」現象の背景に対する説明として、一般に、

⑴費用や時間の不足、⑵携帯電話やネットの影

響、などが指摘されているのに対して、実際に

はこれら以外の複雑な背景が要因となっている

とする仮説を設定、様々な統計資料を用いた分

析と検証とともに、状況に対する有用な対応に

関する提案を加えるものである。

　統計資料によると、1996年における日本人全

体の海外旅行者数は1,669万人であったが、そ

のうち20代は463万人、構成比率として27.7%を

占めていた。これが2007年になると日本人全体

の海外旅行者数は1,729万人と微増しているな

か、20代は282万人、比率は16.3%と、この期間

に人数で180万人、比率としては10%以上も下

落していた状況などから、日本の若者における

「海外旅行離れ」は明らかであったといえる。

　しかしながら、90年代後半から2000年代前半

にかけて日本人全体の平均所得は100万円以上

減少していたが、20代の所得は約36万円の減少

に留まっていたということは、この期間に若者

の生活のみが厳しくなっていたとはいい難い。

「海外旅行離れ」の要因として挙げられる携帯

電話について、利用状況が日本と類似している

韓国の事情と比較してみると、韓国の若者の方

が日本より所得に占める携帯電話料金の支出負

担は大きいものの、韓国では、若者の「海外旅

行離れ」は特にみられていなかった。これらの

状況から判断する限り、この現象を従来指摘さ

れている背景のみで説明することは限界がでて

くるようだ。

　そこで、様々な統計資料の分析や考察による

結果、日本の若者における「海外旅行離れ」現

象は、⑴格差化社会による意欲の低下、⑵情報

の氾濫とIT技術の進展、⑶魅力を増している

日本の若者における「海外旅行離れ」の
背景の分析と対応に関する一考察

新井　秀之

奨励賞
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国内の観光環境、⑷均質な方向へ向かう世界の

都市、などといった現代の日本社会と若者を巡

る様々な複合的な背景が相俟って形成されてい

る状況が明らかとなった。

　日本の若者における「海外旅行離れ」現象へ

の対応としては、問題の性質から即効性が期待

できたり、一セクターなどが対応できる種類の

問題ではないが、長期的かつ巨視的な観点から

問題の解決に向かう方向性を提案するとすれ

ば、教育の次元における、○活字媒体の利用の

再評価、○屋外活動や情操教育の強化、○主体

的な情報活用、行政・関連業界の次元におけ

る、○交通手段の発展支援、○適切な現地情報

の提供、都市・地域の次元における、○地域の

特性と歴史性に根ざした開発志向、などである

が、それぞれのセクターが、上記の方向に向け

て時間を要しても着実に進展させていくことが

肝要であると思われる。
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要　約

　奈良県は観光県だと思われているが、訪れる

観光客数は驚くほど少ない。それどころか、宿

泊者数も宿泊室数も、全国で最下位である。遅

まきながら県や奈良市は大型ホテル誘致に動い

ているが、思うようには進んでいない。しかし

県経済が長期低迷を続けるなか、観光振興によ

る経済の活性化は、残された数少ないカードと

して大きな期待がかかる。2010年は、平城京に

都が移って1300年目の記念すべき年にあたり、

「平城遷都1300年祭」が行われるので、これを

観光振興の起爆剤にしようと注目されている。

　奈良には素晴らしい観光資源がたくさんある

し、おいしい食べ物も豊富なのに、県民がそれ

を自覚していないのが不思議である。うまく全

国・全世界に発信すれば集客できるのに、それ

をしない。それどころか、何事にも消極的だと

いわれる「県民性」のせいにして動かない。必

要なのは、県民ひとりひとりの具体的な行動な

のに。

　奈良の魅力、奈良のブランド力というものに

も、気づいていない。相も変わらず儲からない

修学旅行生を誘致しようとし、小難しい歴史・

文化を売り物にしようとする。「京都にない魅

力」を訴えないから、観光客は京都に泊まって

奈良は日帰りで済ます。

　しかし最近は奈良の観光振興に向け、新しい

動きが出てきた。テレビドラマ「鹿男あをによ

し」でロケ地が賑わい、「平城遷都1300年祭」

は、マスコットキャラクター「せんとくん」を

めぐる騒動がワイドショーなどで取り上げら

れ、認知度が飛躍的に高まった。明日香村で

は、チェ・ジウが主演する韓流ドラマの制作が

行われた。

　NPOなどの活動も活溌だ。なら燈花会、バ

サラ祭り、町家の雛
ひな

めぐりなど注目されるイベ

ントは、「民」の力で企画・実行されている。

観光を創造する人材が育っているのだ。

　これらを背景に、私は「観光立県・奈良」を

実現するため、３つの提言をしたい。

１�．Ｂ級グルメで「奈良の食」の魅力をアピー

ルする。

　「そうめんを使った料理」「古代米のご飯」

を県内の飲食店や旅館・ホテルで、年間を通じ

て提供する。全国各地のそうめんは、桜井市の

三輪そうめんが伝播したものである。明日香村

名物になっている古代米は、美味しくて健康に

「観光立県・奈良」への提言

田　 男
　

奨励賞
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良いと評判だ。これに奈良特産の大
や ま と

和肉
にく

鶏
どり

や

大
や ま と

和牛
うし

、大和野菜（＝京野菜のルーツ）などを

合わせて出せば、「奈良にうまいものあり」を

来県客にアピールできる。

₂�．すべての食事に、「エコ商品」吉野割り箸

を付ける。

　マイ箸運動のせいで誤解されているが、国産

割り箸は製材過程で排出される端材や間伐材を

有効利用して作られる「エコ商品」である。使

えば使うほど国産材が伐り出され、伐採→植林

→保育→伐採というサイクルが回り出す。国産

割り箸の８割は吉野産であり、割り箸の使用

は、奈良県版「持続可能な観光」となる。

　香りも手触りも良い吉野杉・吉野檜
ひのき

の割り箸

を県内すべての飲食店や旅館・ホテルで提供す

ることは、「森林保全による地球温暖化防止」

のアピールにもなる。

₃�．「奈良ランドオペレーター」を組織し、全

国・全世界に奈良の魅力を発信する。

　ランドオペレーターとは、地元と旅行エー

ジェントの間に立ち、地域の観光情報を発信し

たり、着地型旅行プランや観光コースを企画・

開発・提案する人や団体のことである。

　あまり知られていない県下各地の四季折々の

魅力について、ランドオペレーターが情報を収

集・提案・発信することで、全国各地・世界各

国からの集客が可能となる。
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要　約

　本稿は、京都市伏見区にある伏見桃山城を舞

台に、2008年に行った“和文化伝承イベント”

について報告するものである。このイベントは

筆者が実行委員長となって開催した。これを通

じて町おこしに必要なこととは何なのかについ

て私見を述べたいと考える。

　現在の伏見桃山城は、鉄筋コンクリートで作

られた近代建造物である。2003年にそれまで遊

園地として活用されていたものが閉鎖され、京

都市へ無償で譲渡されることとなった。その際、

一度取り壊しの話が持ち上がったが、地元市民

の運動により、天守閣は伏見のシンボルとして

保存されることとなり、現在に至っている。し

かし、天守閣は老朽化と耐震の問題から、現在

は非公開とされ、内部には立ち入ることはでき

なくなっている。また、2007年10月には映画

「茶々　天涯の貴妃」（東映）の撮影が行われ

たため、天守閣の外観は大阪城に似せて化粧直

しをした姿となっている。

　今回のイベントは、この伏見桃山城という埋

もれた観光資源を活用し、伏見区の活性化をは

かり、地元住民の繋がりを深めていきたいとの

思いから企画された。この時代を生きるものの

一人として、次の時代を担う子どもたちに何を

伝えていくべきか、どのように伝えていけばよ

いのだろうか、ということが胸にいつもある。

だが、「思い」だけでは、何も変わらない。そ

こで同じ問題意識を抱えている友人と３名で行

動を起こしたのが、この“和文化伝承イベン

ト”の始まりである。2007年夏、今は遠くから

眺めるだけになった伏見桃山城天守閣について、

「お城がかわいそうやね」と、お茶をのみなが

ら３人それぞれの思いを語りあった。そして、

これがきっかけとなって「和文化伝承実行委員

会」が立ち上ったのだ。このイベントによって

展開された一連の地域活性化の動きと、日本文

化と観光資源への「気付き」＝活用というプロ

セスは、まさにこれからの国際社会における日

本の観光行政へも意味ある事例であると考えて

いる。本論では、そのプロセスと成果を詳述す

る。

ある観光資源活性化の取り組み
－伏見桃山城を舞台に和と輪で繋がる－

金川　由紀

奨励賞
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要　約

　本稿は、「ツーリズムと言語」（ツーリズムに

おける言語・コミュニケーション）という問題

に焦点を当てて、社会言語学的な観点から、観

光ビジネスにおける英語教育を再考するもので

ある。国際的なツーリズム場面では、汎用性の

ある英語が共通語となることが多く、日本の国

際観光ビジネスも英語をよく使用する。現在、

観光ビジネスを学ぶ大学や専修学校の語学科目

に「観光英語」があるのは、このような状況を

反映していると考えられるが、異なる科目名、

目的、使用領域が混在しているのが現状であ

る。ツーリズムにおいて言語障壁は重要な問題

であるにもかかわらず、社会言語学の領域で

は、「ツーリズムの言語使用」は、ほとんど研

究されておらず、そのことも関連してか、観光

英語に関わる教材の工夫も乏しく、ジャンルの

確立もなされていない。このような状況下、本

稿では、ツーリズム・ビジネスに携わる人間は

異文化間メディエーターであるという認識に則

り、インタビュー調査を中心に据えて、接触場

面に生じるコミュニケーションの齟齬をどのよ

うに乗り越えていくかについての考察を行い、

観光ビジネスに特化した英語教育に必要となる

「異文化間能力」の提言を試みる。

　上のような問題意識と実態認識から、インタ

ヴューを調査法とし、観光の仕事に従事する

人々が少なからず一度は経験する、異文化コ

ミュニケーションのジレンマを描出しようとし

た。旅先や観光で、一度きりのその場の異文化

体験やミスコミュニケーションは、誰にでも思

い当たる経験だろうが、これらは非日常的行為

の中での発見であるのに対して、観光ビジネス

は「文化的境界」での日常的な仕事であり、し

かも、繰り返される「境界」の経験の蓄積は職

場特有の類型化した知識や、ケース対処法とし

て現場で語られることはあっても、公的な次元

で、現実のコミュニケーションを対象として語

られることは殆どなかったからである。このよ

うな観光コミュニケーションの「場」の解明を

試みるために、航空、ホテル、旅行業といった

代表的な観光職業に従事する談話者の体験か

ら、文化が交差する「境界」での出来事を再構

築しつつ、ことばに潜在する文化的差異と、そ

こに表出する非英語母語話者のコミュニケー

ションの特徴を分析した。⑴ツーリズムの場

は、相手や状況が極めて可変的なコンテクスト

であることを特徴とすること、⑵観光業のサー

観光ビジネスにおける職業英語教育
－異文化メディエーターの視点から－

斉藤いづみ

奨励賞
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ヴィス職では、「丁寧さ」が指標となっている

が、日本語の「敬語」と英語圏の「フレンドリ

ネス」との対比に顕著に見られように、丁寧さ

の表現が言語文化圏によって相違するという事

態に関する理解の欠如・混乱が見られること、

そして ⑶非英語母語話者は、英語母語話者に

対して言語的不安を持ちながら、正確で効率的

なコミュニケーションを行うために、調整行動

を頻繁にとっていること、以上が明らかになっ

た。

　最終部では、職業教育の入り口でリアルなコ

ミュニケーションを学習しておくことの必要性

を提案している。言語能力や文化的背景が異な

る者同士ではもともと、「通じないこと」がよ

くあるので「方略的能力」が有効であること、

さらに、文化的な差異を前提とする「コミュニ

ケーション・スタイルの違い」や、「英語変

種」といった社会言語学的知識が補足されるべ

きであることを論じた。結論として、「観光英

語」とは、場面に強く制約されたことばで、動

的なコンテクストに強く依存し、その言語使用

領域は、挨拶程度の単純なものから、複雑な文

化的翻訳を要するものまで、広範な射程を含ん

でいるため、現実の観光コミュニケーション

は、発話参加者の状況的、文化的コンテクスト

に起因する「ズレ」を生じやすいが、そのよう

な「場を読む力」と、相手の話を聞きだして

「差異を調整（mediate）していく力」が観光

コミュニケーションに必要な「異文化間リテラ

シー」となりえることを示唆した。
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TEL：072 - 460 -1200   FAX：072 - 460 -1204

http://www.aptec.or.jp
（無断転載を禁じます。）
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